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結語

は じめ に

アメ リカは197。 年代後半 か ら8・年代初頭 にか けて多 くの産業分野で大幅な

規制緩和 を実施 した.こ の劇 に,航 空業 鉄道業 バ ス事業 電気通信産業

放送事業 銀行業 ケーブルテ レビ沼 油 ・ガ ス・ そ して トラック継 産業 と

多方面 の分野 で規制緩和 が実現 されたのであ る・ それ1ままさに'930年 代 の世
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界大不醐 に実施 され た政府 の民 間繍 への大巾畠な介入 を除去 し
て,舳 な経

済 メカニズム鱒 入す る歴史的 な出糊 で あ
った.こ うした多方面 にわ たる規

制緩 和の うち・ とりわけ苦痛 を伴 う深刻 な繍 的蘭 を引 き起
こした分野が銀

行業 の貯翻 膿 関 と交通珊 の トラック輸送産業 であるといわれ
て いる。

その鰍 で は トラ ック輸送産業 の規制緩 和1まアメ リカ繍
において も鞭 な

存在 にあ るといえ よ う・本論 の課題 はまさに この アメ リカにお ける
トラック輸

送産業 の繍 緩和 で り・ その全体的 な關 を把握 しよ うとす るも
のであ る.ア

刈 力におけ る トラ ック輸送産業 の榊1緩 和 は198・ 年 自動韓 送事業
者法1こ

よ って実施 され・ これ によ ってアメ リカの トラック輸送産業 は198。 年代 か ら

go年 代初頭 にか けて大 きな変貌を遂1デた
.小 論の メイ ンテーマは規鞭 禾。が ト

ラック輸送産業 に与えた イ ンパ ク トであ り
,8・ 年代力・ら9・年代初頭 にかけて

アメ リカの トラック輸送産業 襯 制緩和 によ
っていか に変貌 したか を実証 的1こ

分析 す ることであ る。

これ らを充分 に理解 す るためには
・ それ以前の規制が実施 され てい塒 代 の

規制政策 の特徴や トラ ック輸送産業の実態
,さ らに規制 か 槻 制緩和へ のプロ

セ スを踏 まえてお く腰 が ある
・ そ こで小論 は最初 に トラック輸送産業 に規制

が課せ られ るようにな った193・ 年代 の時代的な韻 か ら始 ま り
,1935鮪 動

韓 送事業龍 の成立 とその特徴・第二次大戦後 か ら197・ 年代 まで の長期1こ

及 襯 制 時代 の トラック輸送産業 の実態 を分析 し
,さ らに7・年代後 半か ら顕

在化 す る規制緩和 に向 けた政治的な動 きもフォ・鴫 ている
.こ う した いわ1ま

規制緩和 の前史を踏 まえた うえで・ メイ ンテーマへ と勘 轍 とな って いる
。

なお アメ リカにお ける トラック輸送蝶 の欄 緩和 に関 しては
,っ い最近 で

も大 き雛 腓 見 られ た・ ク リン トン政権 の もとで1994年 ト
ラック輸送産 業

規 制改..(TruckinglndustryRegulat・ryRef・rmA
ct・f1994:TIRRA)が 施行

され・さ らに徹底 し槻 制緩和が実施 された
.ま た1996年 には連邦政府 の規 制

主体 であるICCそ の もの も廃止 された
.ご く最近 の アメ リカの トラック輸送

産業 におけ る欄 緩和 は再 び ドラステ ィ
ック嬢 開 を見せているのである

.ノ」、
論 で は分析 の時期 を と りあえず199・ 年代初頭 まで と し

,こ うした ご く最近 の
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動向 は改めて別の機会 に論 じることに したい。

ところで,こ のよ うにア メ リカの トラック輸送産業 の規制緩和 を分析す る直

撚 働 機 は,現 在進行 して い るわが国の トラ ック継 産業 の規制緩 和 にあ

る.周 知 のよ うに,わ が国 では規制緩和の実施鍾 要 な政策 的課 題 とな ってL1

るが,物 流 を担 う トラック'J産 業 もその奏像 とな ってい る・現在わが国 の ト

ラック継 産業 の規制緩和 はその方向1性が よ うや く定 まったばか りで あ り・そ

の本格喉 施 は今後 の課題 とな ってい る・ そ こで規制緩和 によって いかな る影

響が生 じ,ト ラ ック輸送産業が どのよう}こ変化す るのか は勲 て興味 ある事

柄 であ り,規 制緩和 を考 える うえで鞍 な分析女寸象 とな って いる・

い うまで もな く規制緩和 はわが国に固有 の もで な く泄 界の先進国 に樋 す

る現代 の政策課題で ある.そ こで現在わが国で働 られてい る規常II緩和を考 え

る うえで,他 国 の事例研究を行 う腰 性力塙 まって いる・ ここでは規制繍 口の

「先進国」であ るアメ リカに着 目 して,ア メ リカの トラック輸送産業の規制およ

び規制緩和 を対象 とし,歴 史的過程 を踏 まえて規制緩 和に よる トラ ック継 産

業 への影響 を蜥 しようとす るものであ る・今後改 めて トラック継 産業 の産

業髄 お よび規制緩和政策 の 日綱 際比較 を行 いたい と考えている・小論}まそ

のための第一段階 として位置づ けられ る。

第1章 規 制 の歴 史 的過 程

アメ リカにおいて198・ 年 に トラック輸送 産業 の規制緩和 が行 われたが・ そ

れ以前 は政府 による=i'な 規制 が トラック運送業者 に対 して実施 されていた・

トラック運送業者 に対 す る規制の端緒 はニ ー デ ィール時期 まで遡 り・ トラ ッ

クt」 産業 に対 す る規制 は実 に4・年以上 の歴史が あ る・ い うまで もな く鱗lj

緩和 を蜥 す るためには覗 制の歴史的過程 を踏 まえて お くことが腰 祠 欠

となる0

そ こで本章 で は,ま ず トラック輸送産業 に規制力Z実施 された35年 働 輔

送事業者法 の成立 の韻 か ら,35年 自動韓 齢 業者法 による トラ ック運送業

者 に対す る規制 の具体 的内容を明 らか}こす る・ そ して次 に厳格 槻 制が実施 さ
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れ・ トラック運送業都 いか に行動 し
・結果 的に トラック輸送産業 に対す る規

制 が ア メ リカ繍 に どの よ うな影響 を及 ぼ したのか: .時 代 の実態 を分析 す

る。

1.35年 自動車運送事業者法の成立

(1)大 不況下の成立

アメ リカでは1935年 に 自動韓 送業者法(M
・t・rCarrierAct。f1935)幟 立

す ることによつて・ トラック運送業者 に対 す る政府 の規制が開始
され た.以 後

80年 の 自動韓 送事業者法の成立 まで
,じ つ に4・ 年以上 の長鯛 にわた って

トラック輸送産業 は政府 の厳格 な規制 の もとに置かれたの
である。

35鮪 動韓 齢 鞘 法が制定 され た時代 的な背景 と し
て,「 世界大不況」

と 「ニユーデ ィール膿 」 を考え る腰 があ る
.ま さにこの醐 にアメ リカ経

済 は大不況 のま っただ中 にあ り
・企業 の倒産 と労鯖 の失業が急増 し

,未 鮪
の混乱 に陥 った・ こうした状 況を打開す るために

,ル ーズベル ト大纈 の もと

で いわゆ る 「ニユーデ 仁 ル政策」が展開 畝 賄 の経済
に対 して政府 の積

極的 な介入 が行 われ・繍 全体 に対す る政府 の役割 や機能 が急激
に拡大 したの

であ る。

と ころで・1930年 代 にお けるア刈 力の基 幹的貨物輸 送手段
は鉄道 で あ っ

た・鉄道 は19世 紀 の輸送機関 といわれてい る力拡 大 な
アメ リカにおける糧

貨物輸送 のための基幹的輸送手段 は依然 と して鉄道 であ
った.こ れ と同時 に ト

ラック輸送 もこの時期 腱 実 に拡大 した
・ 自動韓 業 が第玖 世界大戦 中の軍

轄 要を挺子 と して飛躍的に発展 し汰 戦後糧 生産方式が賭 した
.こ れ1こ

よ って輸送手段 と しての トラ ックの供給体制 縮 築 された
.さ ら1こ1921年1こ

連邦道路法(FederalHighwayAct・f1921)醐 定 されて
,道 路畷 費用 を連邦

政府 と州政府の折 半負担 によ る一 イウエイ緬 が実施 され
,こ れによ って交通

イ ンフラであ る道r.:iicy備が働 られた
・ こう した背景 の もとに193。 年代 には

トラック輸送 が急速 に台頭 したのである
。

しか し大不況 は醗 期にあ ったアメ リカの トラ
ック輸送産業 を醒 し,こ れ
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によ って トラ ック継 産業 は搬 の混 舌Lに陥 った・ 不 況 の深 刻 化 に よ って貨 物

継 霰 が瀦 に低迷 した.輸 送 す る貨 物 が減少 して い るに もか か わ らず・ ト

ラ ック輸送 市場 へ の新 規参 入者 が相次 い だ・ 失 業 者 が急 増 す るな かで・ 多 くの

人 々が 中古 トラ ック蠣 入 して トラ ック運 送 業 を始 め た ので あ る・ トラ ック運

送 業 妙 な い手 持 飴 で騨 に始 め る こ とので き る事 業 で あ った・ このた め大

不況 期 に オー ナ ー ・オペ レー ター(・wner・perat・r'臥 業者)槍 め移 くの

トラ ック運 送業 者 が輸 送 市 場 にひ しめ いた ので あ る。

当時 基幹 的 な輸送 手 段 で あ る鉄 道 は,1887年}こ 制定 され た州 髄 商法(lnte「-

stateC。mmereceAct)に 基 づ きICC(InterstateC・mmerceC・missi・n:州 髄

商委員会)よ って 参 入 退 出や 運 賃 を厳 し く朧1」され て い た・ しか し擁 期 に

あ っ噺 興 の トラ ック輸 送産 業 は,ICCに よ る この よ うな繍 的 規制 を課 せ

られて い なか った。 トラ ック輸送 産 業 はい わ ば 「野 放 し」 状 態 で あ った。 この

よ うな状態 で新 規参 入 が相次 ぎ供 給 力 が大 幅1こ増 大 した が・不 況 に よ って霰

は大 幅 に減 少 した た め著 しい需給 の ア ンバ ラ ンスが生 じた・ このた め トラ ック

運 送 業 者 間 の過 当競 争(exCessivec・mpetiti・n)が'」 広 げ られ た・鱒 激 化 に

よ って採 算 性 撫 視 した極 端 に低 い運 賃 力a形成 され・ 全 般 的 に運賃 は大 幅 に下

落 した.ま た輸 送 サ ー ビスの質 も大 幅 に低下 した・ さ らに過 当競 争 徽 り広 げ

られ るなか で倒 産 す る トラ ック運 送業 者 が続 出 した・ これ に よ って経 済 全般 に
C2)

も悪影響 を及ぼ した。

トラック輸送産業 の混乱 した状態 は政 府の厳格な規制下 にあ る鉄道業 に大

きな影響 を与えた.過 当競争 による トラック運賃の低下}ま・ トラックと競合関

係 にあ る鉄道 の貨物 を トラック輸送へ移行 させた・ このため鉄道 は嘱 の貨物

霰 の減少 を余faく され,そ の経営 は著 しく不安定 にな った・規制 されてい

ない トラ ック運送業者 は自由に運賃 を値下 げす ることがで きたが,鉄 道 は厳格

な運賃規制 の もとで 舳 に運賃 澱 定で きなカ・った・ とりわけ鉄道 は付加 価値

の高 い商品 に対 す る運 鰍 定 を高めに設定 して いたために・ この貨物輸送分野

での トラックの大幅な侵食 を余儀 な くされたので ある。

そ こで鉄道の経営者 たちは,規 制 されていない トラック運送業者 が貨物輸送
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市場 で儲 鰍 に振 る舞 っていることこそ問題で あ り
,貨 物輸送 市場 の撹腰

因 であ る トラック運送業都 鑓 と同 じよ うに鰹 な規制の もと1こ置 くことを

主張 す るよ うにな った・ このよ うに193・ 年代 の前半 において トラ
ック輸送産

業を規制 の枠 にはめよ うとす る考 え方 は
,当i幹 ㈱ 送手段であ る鉄道 の経

営者 のあ いだで強 く持 たれて いたのであ る
。

鉄道 の経 営者 に比べ ると・ トラック運送._自 身や荷 主蝶 か らの規制を求

め る動 きはさほど強 くなか った
・ しか し既存 の トラ ック運送業者 は襯 業都

市場 を撹舌Lすることを簾 た し政 府 による規制 によ
って運賃 が固定 さ姉 場

の秩序 が保 たれ ると鵬 した
・ さらに荷主企業 は儲 鰍 な トラック運送 業者

に強 い不瀧 抱 いて いた・規制 されていない トラック運送業者 は謹 備 力杯+

分 な トラ ックで運行 した り・何の通知 もな く突然輸送 を中止 した り
,貨 物 の荷

傷 みを保証 しなか った り・ さ らに運送契約 嚇 手 に破棄 した り した
.こ う した

行為 が 瞠 的にh返 されたのである.こ のため に荷 主蝶 もこのよ うな横暴

に振鋤 トラック運送業 者を規制に置 くことが腰 であ ると考鍵
。

ただ し後 の規制 との関係で重要 な動 きを見せたのが
,齪 およ膿 業団体で

ある・駒 のよ うにアメ リカは 「世界の食糧庫」 と呼ばれ る一大農業生産国 で

あ り当時 ア刈 力繍 に全体 に占める農業 のウエイ トは非常 に大 きか
った。 初

めて鉄道 に対 す る連邦政府 の規制が実施 されたの も
,グ レンジャ哩 動(Gra-

nge「Movement)と 呼 ばれ るアメ リカ中西部 の農民運動 の成果
であ った ことか

らも容易 にわか るよ うに濃 民及 膿 業団体 。緻 策 の形成過程 に働
て大 きな

政 治的影勘 を もっていた・193・年代 におし・て農民 および麟 団体 は
,ト ラ.

ク運送業者 に対す る連邦政府 の規制を好 まなか
った.特 に自分 たちの商品で あ

る穀物 や トウモ ・コシを輸送 す る トラ ック運送 業者 に規 制 の網 にか け る
こと

は,運 賃 の上昇 に結 びっ くと反対 したので ある
。 このため後 で詳 しく述べ るよ

うに滅 立 した35鮪 動韓 送事業者法で は穀 物等 の農産物 は規制対象除外

商品 とな り,連 邦政府 の規制か ら外 され たのであ署
。

さ らに トラ ック輸 送 産 業 へ の規 制 に熱 己・だ ったの は
,鉄 道 の経 営 者 の他 に政

策立 案 者 や エ コ ノ ミス トた ち で あ った.特 に 当時 の エ コ ノ ミス トは,繍 的規
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制 の よ うに競 争 を制 限 す る政府 の介 入 に対 してar・ 的 に臆 的 で あ った と4'わ

れ て い る.多 くの エ コ ノ ミス トは,ト ラ ック輸 送 産業 が大 不況 下 で繰 り広 げ ら

れ て いた破滅 的 な競争(destructivec・mpetiti・n)に よ って弱 体 化 して しま うも

の と懸 念 した.ま た当時 の予想 もつ か な 噺 鯵 入 の増力・過 剰能 力 の形 成

薩 の増 加,さ らに運 賃 差 別 や不 適 切 な サ ー ビスの横 行 によ つて・ トラ ック輸

送 を利 用 して い る荷 主 蝶 の物 流 に悪 影 響 を与 え・ そ れ に よ って結 果 的 に繍

全 体 が大 きな影 響 を被 ると考 え られ た.ト ラ ック輸 送 産 業 は他 の輸 送 報 と同

様 に 「公 畑 が あ り,政 府 は この 「公難 」 を(5)持 す るた め に トラ ック輸 送

産業 を規制 すべ きで あ る と考 え られて いた ので あ る。

この よ うな背 景 の も とで1935年 働 輔 送 事 業 者 法 が成 立 す る・ ル ー ズベ

ル ト大 統 領 は,1933年 にICCの 委 員 長 で あ った ジ ョセ ブ.イ ー ス トマ ン

(J。sephEastman)を 連邦 運 輸謹 官(FederalC・ ・rdinat・r・fTranspo「tation)に

任 命 した.イ ー ス トマ ンに与 え られ た任 務 は・ 大 不況 によ って混 乱 した ア メ リ

ヵ の運 送 業 を聴 す るた めに新 た 館 律 を提 案 す る ことで あ った・ 当時搬 的

で あ った考 え方 は,規 制 が行 われ て いな い トラ ック継 産業 は 「弱 肉強創 の

世 界 に な って お り,そ れ が結 果的 にノ1・顯 荷主 に対 す る差 別 的運 賃 の設 定 や・

採 難 の悪 い槻 模 な繊 社 会 か らの腿 を招 くもの と考 えれ て いた・ この ま

襯 制 が行 わ れ な けれ ば漬 物 輸送 の飲 性が繍 で きない ばか りか・鉄 道 経

営 に 穗 影 響 を及 ぼす もの と考 え られ た・ こ う した考 え方 は政府 の陸 上継 の

規 制機 関 で あ るICCや 全 国鉄 道 協 会(Nati・nalRailr・adAss・ciati・n)・ 荷主 企

業 に顯 す る もので あ った.こ の よ う砿 範 囲 に及 ぶ支 持 を得 て・ トラ ック運

送 業者 を 繍 す る 働 輔 齢 業者 法 が1935年 に議 で可 決 され成 立 した の

で認 。

② 厳 しい参入規制 と運賃規制

このよ うに して35年 自動輔 送事業者法が葡1定されたのであるが・35年 自

動車運送事業者法 は4つ の明確 な目標 を掲 げている。

1)運 送業者 の競争 楯 理 して安定 した トラック継 産業 を形成す る・
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2)サ ー ビスや施設 の格差を最小限 にす る
。

3)運 賃 は適正 で安定 してお り
,差 別 的であ って はな らない。

4)購 状態 帷 全 な運送業者 によ
って信頼 で きるサー ビスが提供 され る

。
これ らの規制 の 目標設定 は

・ まさ しく193・ 年代 の大不醐 の もとで鞘 競

争 に陥 った トラ ック輸送蝶 の状態 を端的1こ反映 した ものとな
っている.こ う

した目標 を猷 す るために35年 自動 韓 送事業者 法で は
,従 来鉄道 を規制 し

て きたICCに 対 して・ トラック運送業者の嶺 規制や トラ ック輸送糊 への

参入 ●退 出規 制 など広範 囲 に及 襯 制 の榔 艮を与 えたのであ る
.そ して35年

自動韓 送事縮 法 に基づ いて・ICCは4・ 年以上 の長期 にわた って トラ
.

ク運送業者 に繍 的規制 を課 し酷 果的 に トラ
ック輸送 市場 にお ける競争 を大

幅 に制限 したのである。

ところで・35年 自動 韓 送事業者法 の規制 の対象 は複 雑 に分 類 さ
れて いた

(図'参 照)・ まず35年 自動韓 送事業者法 は
,あ くまで トラ ック輸送 サー ビス

を商品 と して販売す る事業者(f・r-hire)を 対象 と して いた
.い うまで もな くi

自分 の貨物 を自か らが賄 す る トラ ックで輸送す る自家用(
private)は 除外 さ

れ る・さ らに35鮪 動韓 送事業者法の対象1ま
,麟 の州 に またが る州際(in.

te「state)の貨物 の輸送 に従事す る トラ
ック運送業者 であ った.州 内(intraState)

で完結 す る貨物輸送 に従事 す る トラック運送業者 に対 す る規制 は州政府
のr

であ り・ こう した貨櫨 送 に従事す る トラ
ック運送 業者 腱 緻 府規制 の醜

外 であ った。

また35年 の 自髄 運送事業者法 において聾 な点 は
,規 制(regulated)と 規

制除外(exempt)の 区別 であ る・ ビジネスと しての トラック運送業 で も欄 対

象領域 は当然ICC嚥 格 な欄 下 に置力zれるが
,他 方 でICCの 規棚 象外

の トラック運送業 の領域 も存在 して いた
・ これは自家用 の ほか に濃 産物輸送

さ らに コマー シャル ゾー ンの3っ の鯛 除外領域 である
.ま ず 自家用 は自ら所

有 している貨物 を輸送 す る限 りにおいてICCの 欄 を受 けな い
.ま 罎 産物

輸送 に従事す る トラ ック運送業者 は諭 送 サー ビスを商品 と して騎 し
て もI

CCに よる参入 や運賃 の規 制 は受 けな4、
.さ らに都市 のコマー シャル ゾー ンの
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輸 送 に関 して も同 じ規 制対 象 外 とな って い る。

そ こでICCの 規 制 対象 とな る トラ ック運送 業 者 の輸 送 領域 で あ るが・ それ

は大 まか にい って2つ 分野 に分 力aれる・一 般 運 送業 者(c・mm・ncarrie「)と 特 定

運 送 業者(C。ntraCtCarrier)で あ る___..0般運 送 業 者 と は不齪 多数 の荷 主 に輸 送

サ ー ビス を商 品 と して 提 供 す る もの で・ 路 縫 行 の形 態 別 に定 路 線(「egula「

r。Ute)と 碇 路 線(irregUlarr・Ute)に 分 れ て 、・る・ さ らに これカr一 商 品 の運

送業 者(generalfreight)と 鰍 商 品 の運 送業 者(specialized)1こ 分 か れ て い る・

前 者 は広 い範 囲 の商 品 を輸送 す る ことカまで き るが・後 者 は限定 さ れ た貨 物 や タ

ンク 。一 リー と い った鰍 な輌 を使 用 す る トラ ック運 送 業者 で あ る・ この よ

うな一 般 運送 業 者 に対 して も う一 つ の特定 運 送 業者 とは・稽 定 多数 で はな く

特 定 の限 定 され た荷主 と運送 契 約 を結 び諭 送 サ ー ビスを提 供 す る トラ ック運
{7)

送業 者 で あ る。

35年 自動 輔 齢 業 者 法 で は洲 際 の トラ ック輸送 サ ー ビスを商 品 と して提

供 す る トラ ック運 送業 者 に厳 しい参 槻 制 力潔 られ た・ す べて の一 般運 送 業

者 はICCが 発 行 す る営 業 免許(・peratingcertificate)繍 尋しな けれ ばな らな

い.ま た特定 運 送業 都 同 じ くICCカ ま発 行 す る許 可(permissi・n)を 取 そ尋しな

けれ ば な らな い.そ こで 新規 参 入都 こ与 え る免 許 や綱 の条件 が問 題 とな る・

35年 自動 輔 齢 業 者 法 の規 定 で は漸 た に トラ ック輸 送市 場 に参 入 を望 む者

は 自 らの営 業活 動 が 「公 共 の便 益 と必要 ↑生」(publicc・nvenienceandnecessity)

を満 た す もので あ り,な おか つ輸 送 サ ー ビス を提 供 す る こ とに 自 らが 「適QL,

そ の意 志 を持 ち,な お かつ可 能 で あ る」(fit,willing,andable)こ とを証 明 しな け
Cg)

ればな らなか った。

さらに営業免許 の取得 を希望す る者 はあ らか じめ次 の点を翻 しな ければな

らなか った.ま ず提供 しよ うとす る輸送サ ービスが既存の事業者 では祠 能で

あ り,な おかつ既存 の事業者 が同 じよ うな輸送 サー ビス齪 供 す る意 志がない

ことである.つ ま り新規参 入に よって既存 の事業者 に影響 を与 えないことを証

明 しなければな らなか ったので ある・ この ことは逆 に既存 の事業者 が新規参入

によ って経営 が大 き く影響 され ると予想 して反対 を表明 した り瀬 規参入者 に
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図1ア メ リカ に お け る トラ ック翰 送 の事 業 区 分
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(資料)Blomqui・t ,TheEffe・'・fDeregulationonMotorCarierFi
_dDrivers,p .21.

対 抗 して既 存 の業 者 が襯 参 入 者 と同 じ輸送 サ ー ビスを提 供 しよ うとす 繊

申請 して い る襯 参 入 希 望者 に は営業 免 許 力獣 られ な い こ と
に な る.こ の よ

うに襯 参 楮 に証 明 す 礒 務 を負 わせ る方 法 は渓 質 的
に強固 な参入 薩 を

形成 す る こと にな ったの で あ る。

この よ うに取 得 が騰 な営 業 鰭 で あ るが
,仮 に営業 免 許 を取得 して もどの

貨物 も舳 に州 際輸 送 が で きるわ け で はな か った
.営 業鰭 は輸 送 す る商品 を
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特定化 してお り,ま た輸送す る商品 の発地 と着地 も特定化 してお り・ さ らに輸

送 のルー トもあ らか じめ齪 された うえで発行 された・ このため トラック運送

業者 は営業免許 を取得 して も,極 めて限定 された徽 で しか事業 を展開す るこ

とができなか った.こ うした事顯 域 を大幅 に限定 した営業免許 の発行 は消

業徽 を限定化す るなかで結果的 に競争を制限す るように機能 したので ある・

この悦 規制時代の終 わ りには既存の トラック運送業者 による営業免許 の申

請 が急増 す るが,そ れ はそれまで匡艮定 された事顯 域 を拡大す る もので あ っ

て,そ れはICCに よ る営業免許 の限定性 紬 来す るのである・

さ らに嶺 規制 で あるが,35年 自動 輔 送事 業者法 で はICCに 対 して ト

ラック運送業者 の運賃 を規制す る広範な権限 を与 えていた・35年 自動輔 送事

業者法 では,「すべて の運賃 は合理的で あ り・なおかっ差別的であ つて はな らな

い」 と齪 されてい る.ト ラ ック運送業者 は 「趾 かつ合理的 な」(justand

reas。nable)韻 を定めて,こ れを遵守 しなけれ ばな らない・さ らに トラッ燵

送業者 は,す べて の運簾(tariff)を 実際 に使用す る3・ 日前 にICCに 登録

(file)し て これ舩 表 しなければな らない・ しか もファイルされた運賃1こ関 し

て他 の トラック運送業者か ら異辮 し立てがあ っ腸 合 に・ICCは フ ァイル

された運賃 につ いて:a._す る権限を もって4・た・ もし謹 し耀 賃 が差別的で

あ って公正でな く合瑚 でないと判断 された場合 に1ま・ICCは その運賃 に対

して変更命令 を下す ことがで きた.こ の ように・ICCは トラ ック運送業者 の

運賃設定 に関 して強 い権限を持 っていたので ある。

ところで この連邦 政府 による州際 トラ ック継 を規制す る35鞘 動輔 送

事業者法 が原型 とな って洛 州の トラック運送業都 対 す る州内規制が次 々 と

作 られてい った.先 に述べた ようにアメ1タカで は連邦 と州 の権限が聴 こ分か

れてお り洲 をまたが る輸送 に関 して}ま連邦政府 の権限で あるが洲 内の輸送

に関 して は州 の`:r・とな る.丼1内 継 に従事す る トラック運送業都 対す る州

政府 の規制 は漣 邦の35年 自動輔 送事業者法 の成立 を受 けて1930年 代後半

か ら各州で次 々 と成立 した.そ して結果的 にデラウエア州 とニ ユー ジャー ジー

州 を除 くすべての州において,一 般貨物 の州内運送業者 に対す る参入 や運賃 に
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関する規制が課せられたのである・その鰍 で35年 働 韓 送事業者法は単

蹴 ㌶ 欝 謄 く・全米の州内トラツク輸送に対しても非常に大

35年 閥 韓 送事業者法 は洲
-¥送1こ 篠 す る トラック運送業者 に厳 しし、

参入欄 や運賃規制 を糺 線 的 に トラ
ック運送業者間の競争 を大 幅に制限

す る ものであ つた・現在か ら考 え繊 あ まりに も厳 し
い参入規制や運賃規制

縷 施 されて・ トラック運送業者の競争力.・大幅 に腿 され
,や がてそのための

轄 纈 在化す ることになるのである力寝 れは世 界大不況 と
い う働 て混乱

した繍 状況 のなかで過 当競争 や破滅 的競争を繰 り広 げ
る トラック輸送蝶

をrE;r化 す るために淀 程度必要 な政策 であ
つたと考え るべ きである

.そ の意味
で35年 自動 韓 送事 業者法 は

・ 当時 の経済状況 を反映 した必然 的な殴 的

動 といえ るのであ る・ しか しなが ら
・ い つたん齢 によ つて規制 の体制力∫確

立 して しま うと・それが固定化 して しまい
,そ の後のXの 変化 に対応 で 試

繍 全体 の足枷 となるところに大 きな蘭 力耽 て くるのであ る
。

2.規 制下の トラック輸送産業 の実態

(1)ト ラック輸送産業 の発達 と参入規制 の実際

35年 自動韓 送事 業者 齢 成立 して第二次 世界 大戦 を経
て197。 年 代末 ま

で・ トラック輸送産業 はこの法律 に基づ く規制 下にあ
った.規 制 が行われて し、

塒 期 の交醜 業の発展 歴史的 に位 置づ1ナ楓 モータ リゼー シ
ョンが さら

に一段 と進展 した時期 であ つた
・貨物輸送1こお いては,従 来 の基幹的 な輸送手

段であ った鉄道 に対 して・ トラックカ鰍 な成長を遂 げ塒 代
であ る.測 こ

は ア刈 力にお ける貨物 の輸送機 関分担率が示 され
て いる.こ れ によると鉄道

の シエアは第二 次大戦 中 に約7割 弱 を 占めて いたが
,第 二次大戦 終了後 減少

し・60年 に鑓 の輸送機 関分担率 は5害 りを大 き く割 り込 んだ
.逆 に トラッ列 ま

40年 代 および50年 代 に シエアを急激 こ拡大 し
,6・ 年 にはアメ リカ全体の貨物

輸送 の2害 似 上 を占あるよ うにな ったのである
。
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(資料)Win。t。n・tal.,TheEffects・fSurfaceFreightDeregulation,p.2

第 二 次大 戦 後 の この醐 に トラ ック輸 送 が飛躍 的 に綴 した舳 と して・特

に州 隔 速 道 路網 が急 速 に整 備 され た こ とが大 きい・ この時期 にハ イ ウエ イの

建 設 が急 速 に進 み冷 米 に トラ ッ ク輸 送 の た め の イ ンフ ラが 盤 され て い っ

た.こ れ に よ って長 距離 ラ ック輸送I」 送 時 間 が大 幅 に繍 され た・ また大

型 輌 の導 入 が可 能 とな って貨 物轍 量 の増加 と輸送 効 率 の向上 が実現 され・

トラ ックの 輸 送 コ ス トが 削 減 され た.こ の た め上ヒ較 的短 騨 の輸 送 に有 利 で

あ った トラ ック帳 距艦 送 に も進 出 し,従 来 の鉄 道 の貨 物 継 暢 を い っそ

う蚕 食 した ので あ る。

しか しな が ら,こ の時 期 に急 激 に輸 送 機 関分 解 を伸 ば して い った トラ ック

輸 送 産 業 に は冷 輔 に わ た って 厳 格 な繍 的 規 制 が課 せ られ て い た の で あ

る.ま ず トラ ック継 市 場 へ の新 規 参 入 は大巾笛に制 限 され た・35年 自動 輔 送

事 業 者 法 で は,い わ ゆ る祖 父 権 条項(grandfatherclause)に 基 づ いて1935年 に

営 業 して い 堵 が営 業免 許 の 申請 を行 ったカミそ の数 は8万9・000燵 した・ し

か しその うち実際 に営業免許 を与 え られた のは申縮 の3分 の1蔚 で あ っ

た.最 初 か ら トラ ック貨 物市 場 へ の参 入 は厳 し く制 限 され た ので あ る・ そ の後

トラ ック運 送 業者 数 は長 期 的 に減少 して い る・ 図2に 示 され るよ うに・ トラ ッ

ク運 送 業 者 数 は1947年 に約2万1,… 業 者 あ った が・ そ の後 徐 々 に減 少 して
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図2ト ラ ック運 送業徽 の動 向(1945 -1975年)
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お り1960年 代 には約1万5 ・… 業者 まで減少 して いる
.そ して トラック運送

業都 よ うや く増加 に転 じたのは1975年 以 降で あ
った.こ れ は厳 しい参入規

制が::さ れているなかで新鯵 入力S大幅 に抑制 畝 既存 の
トラック運送業

者傭 業を拡大す るために他 の トラック運送業 者を買収 した結果事
業者数幟少

したのである・ こ塒 期 に トラック輸送市場 は急激 に拡大 し
蝋 こ うした需

要 の拡大 に対応 して既存 の事業都 新 たな免許 を取得 して事業
の拡大 をはカ,

ることは厳 しい参入欄 があ るため に困難で あ
った.こ のために既存 の トラ

ック運送 業
者 は・他業者 を買 収 す ることによ って事 業 の拡大 を,…

.,し たのであ

漏 驚 認 輸送市場が急激こ拡大する厩 トラツク灘 者

先 に も述 べ たよ うに35年 自動韓 送 事業者法 では
r入 を しよ うとす

る者 はその輸送 サー ビスが 「公共 の便益 と腰 性」 がある
ことを証明 しなけれ

ばな らなか った・実際 は一定の地域 で既存 の トラ
ック運送業者 が多数営業活動
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を展開す る中で,改 めて この 「公共 の便益 と腰 圏 を証 明す ることは非常 に

困難であ った.さ ら噺 鯵 入の申謙 してその合否がわか るまで・ 時 には1

年以上 に及旛el｠間 がかか った とし・われて いる・ しか もその額 過程 では・

襯 参入の希望者 が事業経営 を行 うのに→一分 な輌 台数 を徹 て いるか.,y.

豊かな トラック ・ドライバーを備 えて し・るか とった点が渓 際 の営業免許 の発

行の条件 として求 め られた.こ れ らの額 基準 はま った くの新鯵 入者 にとっ

て乗 り越 え るのに困難 なハー ドルとな った・実際 に 「公共の麟 と必難 」 と

これ らの求 め られ る条件 を ク リアす ることがでたの は慨 に トラック運送業者

と して実績 腫 ねてい る者 であ りそれ以外 は騰 で あ った・従 って新規参入 と

い って も こう し概 存 の事業者 が別1の地域 で営業免許 を取 得す るとい うパ
く　　ラ

ター ンが多 くを 占あていたのである。

表2に は7・年代後半 にお ける新規参入 の申縮 数 と免許取得件数 の割 合が

示 されて い る.す で に77年 か ら一部規制緩和が行 われて いるため にこの醐

か ら数字の変化 槻 れて くるが,そ れ以前 の75年 ・76年 は旧来 の欄 下 の も

とでの状況 を示 してい る.こ れによると営業免許取得 の申請 は慨 存 の トラッ

ク運送業都 よるものが圧倒的 に多 い.ま った くの襯 は既存 の1割 に も灘

ない.申 請 の うち実際 に免許が取得で きる割合 は・75年 お よび76年 で5害l」か

ら6割 程度で あ り慨 存およびaで 大 きな差 はなか った・既存の業者 による

表2 営業 免許 の申請件 数 と発 行比率(1975-1980年)一
新規

発行比率

運送業者
数

一 1

既存業者
申請件数

新規
申請件数

既存業者
発行比率

一

1975 2,822 276 55 s1 16,075

一

is7s 6,4Q6 586 sl 62 16,462

1977 8,622 558 65 72 16,606

1978 12,983 XO3 69 78 lfi,874
一

1979 20,687 974 fig 80 17,083

一

1980
.. 1,490 73 86.8129

(資 料)M。 。,e,"RailandT・ukingD・gulati・n",Regulat・ryReform:Whatactually

happey昭d.P'31・
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営業拡大 のための免許の取得が行 われているが
,ま った く新規の免許鵬 が少

なか ったため・197・年代 の トラ ック運送業者数 は1万s
,… 業者程度 で年 々わ

ずかな増加 にとどま っていたのであ る
・ この ことか ら噺 鯵 入 が大幅 に需吋限

されて いた実態を把握す ることがで きる
。

この よ うに営業 免許が 舳 に取得 で きなし・ため に
,営 業免 許 それ 自体 が ト

ラ ック運送業翻 で売買 の対象 とな った
.こ れ は,朧 りによ って営業 の拡大が

制限 されて いる場合 に・ その権利力滴 品 と して価値 を持っ という規制時代
に広

くみ られ る現象であ るが・ アメ リカにお いて も例外で はなか った
.む しろアメ

リカにお いては規制 が厳格 であ ったがために営業免許 の市場 が鍵 した
のであ

る・一つの推定であ るが}1977年 に営業免許 が取 り引 きされ た金額 は6億 ドノレ

に達す るといわれてい る・ ま蟷 親 許 の価値 は纐 で2・ 億 ドルか ら4。億
ド

ルに達 す るもの と考え られていた
・ また営業免許を取得す るために支払 った コ

ス トは運 賃 に上乗 せ されT運 賃 の3～5%に 相 当す る といわ れ て し躍
。

このよ うな厳格 な参入規制 によ って トラ
ック運送業者 の新規参入が抑制 され

るとと もに・事鞭 域が限定 されていた
.し カ・もこうした制限 は一CCの 規

制 綬 ける事業者 にだ けで はな く・ICCの 規制 か ら除外 されている運送業者

の事業活動 も大 き く制約 した・例 えば,穀 物 などのw… 物輸送1こ従事 す る者 は
,

規制除外(exempt)と してICCの 規制 綬 けずに農村地域か ら都市部
へ腱

物 を 舳 に輸送 がで きるが漏 り荷 と して食料品や工業品 などを都市部 か ら農

村 に輸送 す ることはで きない・ こう した輸送 は搬 運 送業者 の事業領域 で あ

り・ICCの 営業免許 を腰 とす るためであ る
.従 って ニ.r物 の トラック運送

業者 は漏 り荷 の輸送 は不可能であ り実際 に空車 で走行 す ることになる
.さ ら

にプ ライベ ー トキ ャ リア(自 家用)は 自 ら所 有 する貨 物の輸送 は自由
にで きる

が・他人 の所有 す る貨物 を有償で運ぶ ことはで きない
.ま たプ ライベー トキ ャ

リアを持 っている企業が・系列下 にあ る企業 の貨物 を輸送 す ることも制限 され

て いた・ さ らに プライベー トキ ャ リア1よその トラ
ックと ドライバーをICCの

欄 対象 とな ってい る トラック運送業者}こリースす ること 襟 じられていた
。

従 ってICCの 規制除外 の運送業者 といって も
,実 際の運行で はICCの 鰹
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な規制 の謄 綬 けて いたので あって,大 幅 に制限 された貨繍 送で あった・

いずれ にせよ,ICCの 規制 除外分野 が存在 して いて も・ その領域のr]は ド艮

定 されていたのであ った.結 果的 に トラック運送業者間の競争 は鍛 的 に大 き
(14)

く制 限 され て い た ので あ る。

(2)レ イ ト ・ビュー ロ ーの機能

ア メ リカ にお け る交e:r業 の規 制機 関 で あ るICCは ・ トラ ック運送 業 の参

入 に関 して非常 に強 い権 限 を行 使 し,繍 と して多 くの エ ネル ギ ーを参 入 朧II

に費 や した.反 面 で運 賃 の規 制 に関 して はICC自 体 はそ れ ほ ど積醐 こ関

与 しなか った.し か しなが ら,そ の こと1ま運賃 の規制 が緩 やか で あ った とか,

運 賃 規制 が充分 に機 能 しな か った とい う ことで はな い・ トラ ック運 送 業 者 に対

す る運 賃 規制 もま た厳 格 に行 わ れ た ので あ り・ そ れ はICC以 外 の繍 によ っ

て遂 行 され た ので あ る。

実 際 に は レイ ト ・ビュー ・一(ratebureau)が 韻 規 制 に大 きな役 害咀を演 じ

た.レ イ ト.ビ ュー ・ 一 は全米 で地域 ご と}ご設 立 され トラ ック運 送 業者 の齢

で あ り,そ の役割 は メ ンバ ー で あ る トラ ック運 送業 者 が 輔 す る運 賃 を フ ァイ

ル しICCに 届 け る こ とで あ った.全 米 で年 間数+万 件 に上 る運賃 フ ァイル を

ICCが_元 的 に管理 監督 す る こと 。ま実質 的 に は祠 能 で あ った・ この 働

地 域 ごと に設 立 され 烙 レイ ト ・ビュー ・一 力yト ラ ック運 送 業者 か ら申請 さ

れ た運 賃 を管 理 す るよ うに な ったので あ る。実 際 に この レイ ト ・ビュー ロー の

機 能 は重 要 で あ って,レ イ ト ・ビュー 一 は トラ ック運 送 業者 間 の運 鰍 争 を

回 避 させ て運 賃 の集 団 的値 上 げを実 現 させ る うえで 有効 な役割 を果 た した の

で あ る0

多 くの場 合 レイ ト ・ピー ・一 に輪 され る韻 は トラ ック運送 業 者 間 の 同

運 賃 で あ り,地 域 に営 業 す る各 トラ ック運 送業 者 に樋 す る もので あ った・

この よ うな集 団 的運 鰍 定(c・llectiverate-making)が レイ ト ・ビューQ`_'

じて行 わ れ た ので あ るが,こ う した方法 で の運鰍 定 が行 わ れ る と講 成 メ ン

バ ーの なか の最 も非効 率 な トラ ック運送 業 者 で も一定 の利 潤 を確 保 で き るよ う
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な高 め の運 賃 水準 が設 定 され るよ うに な る
.こ の た め は,地 域 ごとの レイ ト.

ビュ噌 一 によ って決 定 され る トラ
ックの運 賃 は実 質 的 に カル テル運 賃 で あ っ

た・ こ う した レイ ト ・ビユ噌 一に よ る集 団 的嶺 設定 は::ら か に鮎 禁 止

法 に違 反 す る・ しか しなが ら・1948年 に成 立 した リー ド ・バ ル ウイ ンクノレ法

(Reed}BullwinkleAct)1こ よ って・ レー ト ・ビユ ー 一に よ る こ う し罐 賃 設 定

は独 占禁 止 法 の適 用除 外 と され た ので あ る
。 これ に よ って レー ト.ビ ュー ロー

に よ る集 団 的運 鰍 定 は合 法 的 な方 法 と して広 く定 着 し酷 果 的
に トラ ック運

送 業 者 間 の運 賃競 争 が回避 されて い った ので あ る
。

ICCは1971年 以 降 レイ ト ・ビュ ー ・一 に よ る嶺 の変 更 の手 続 きを統 _

し・ それ を全 国 の レイ ト ・ビ ユー ・一 に徹 底 させ た
.運 賃 の変 更 とい って も

1970年 代 は ま さに イ ンフ レの時 代 であ って渓 際 に は運 賃 の値 上 げ
で あ っtこ。

これ を行 う場 合 に は次 の手 続 きが行 わ れ た
.ま ず レイ ト ・ビユー 一が淀 期

間 内 の トラ ック運 送 業 者 の貨 ‐:a .・査 し,今 後 の賃 金 や燃 鞭 の値 上 力aりを

見込 ん で平均 コ ス トを算 定 す る・ レイ ト ・ビユー 一 は
,そ の平 均 コス ト1こ適

正 な利 灘 上 乗 せ し噺 しい運 賃 を メ ン・寸一の トラ
ッ燵 送 業者 に よ って轍

され る委員 会 に諮 問 す る・ この運 賃委 員会 は多 数決 で そ の当否 を決定 し
,こ こ

で採 決 され た 運 賃 がICCに 申 請 され る
.申 請 を 受1ナ てICCは わ ず か な

チ ェ ックを行 い・ その後 その運 賃 が 公表 され 有効1こな る
.こ う した手 続 きの統

一 は
,集 団 的運 賃 設 定 の方 法 を一 定 の リー ズナ ブル な手 段 で行 わせ る もの で あ

るが・結 果 的 に その定 着 化 を もた ら し
,イ ン フ レが進 行 す る この時期 に運 矧 直

上 げを か ソライ ズす る手 段 とな ったの で(15)
。

以上 は集 団 的運 賃 の決定 の仕組 み で あ るカゴ
,そ の他 に個 々 の トラ ック運送 業

者 が個 別 的 に運 賃 を設定 して 輔 す る こ と も可 能 で あ った.一 般運 賃(general

「ate)に 対 して これ は個 別運 賃(selectiverate)の 変 更 で あ り
,先 の集 団 的運 賃 改

定 に対 して個 別 申請(independentacti・n)と 呼 ばれ る もので あ る
.個 々の ト

ラ ック運 送 業 者 は この制度 に よ って運 賃 の値 下 げ を個別 申請 す る こ とが 可能
で

あ る。 しか しなが ら,こ う した個別 の運 賃 値 下 げ申請 は レイ ト ・ビュ ー ロー の

常 設 の嶺 委員 会 で審議 され るが・ こ こで は公 聴 会 が 開 か れ て他 業 者 の意 見 が
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求 め られ る。当然他業者 は競争相手 の運賃値下}ずに反対で あるか ら・公聴会 で

反対意見が出 る.こ うし腸 合申請 された嶺 を認 め ることは騰 であ り瀦

果的 に申請 は却下 され る.従 って,レ イ ト・ビュー 一 の運賃委員会 は渓 質

的に抜 け駆 け的な運賃 の設定 を防iヒす るチ エック機能 課 た していた・制度的

には個別 の運賃 を設定 で きたが・実質的 には レイ ト ・ビユ(p16)に よって続

したカルテル運賃を維持す る制度 が構築 されて いたのであ る。

この ように運賃 に関 して は,レ イ ト ・ピー ・一 とい う撒 を通 じて トラッ

ク運送業者 間に韻 競争 が発生 しない欄 みカaできあが っていた・ それは坊

で集団的な運鰍 定 が行 われて カルテノレ運賃が形成 され るとともに池 方で個

別的 な運鰍 定 には レイ ト ・ビュー・一の委員会で 申請 を却下す る形式 をっ く

りあげた.そ して結 果的 に抜 け駆 け的 な運鰍 定を排除 し・ トラック運送 業者

で紐 した,非 効率 の トラック運送業都 も一定醸 の利潤が蘇 で きるよ う

な運賃 水準 を形成 す ることが可 能 とな ったので あ る・ しか もこう した仕組 み

は燃 料代や ドライバ 贋 金 の上昇 によ るコス トの増加 砒 軸 騨 に運賃 に

上乗せす ることが可能 とな り渤 率性を追求 して生産髄 向上 させ よ うとす る

トラック運送業者 の企業努力 を萎 えさせ ることにな ったので ある。

(37規 制 の経済 的 コス ト

以上のよ うに,ア メ リカでは第二次大戦後 の195・ 年代60年 代・ そ して70

年代 にお いて35年 鰍 輔 齢 業者法}こ基づ いたICCの 鰹 な規制が実施

され,こ れによ って トラック運送業者 は相互の競争が大幅 に制限 された・参入

規制 によってi参 入が制 限 されるなかで慨 存の業者間でなれ合い的 な営業

が麟 された.こ のたR主 企業 に対す る雇客指 向の輸送 サー ビス繕 はなお

ざりにされた.運 賃 も統運 賃 で集団的に設 定 されてお り・業者間の運賃競争

は生 じない.む しろイ ンフ 塒 代 に安易 な運賃 の値上 げが勧 返 された・既存

の トラック運送業者 にとって は35年 働 輔 送事業者法 の規制下で あえて必

死 に企..力 を しな くとも 単純 にルーテ ィン ・ワークを こな して いるだ けで

一定 の利益をあげ ることが可能であ った。
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しか しな が ら・ トラ ック輸 送 サ ー ビスの禾儲 で あ る搬 の荷 主企 業
は,こ

の欄 に よ って薦 す べ き事 態 に追 い込 まれ て い
った の で あ る.ト ラ ック運 送

業 者 間 の競 争 醐 限 されて嶺 の値 上 げが `」返 さ縞 水 靴 あ り諭 送 サ ー

ビス の質 は 鰭 は い っ こ うに進 まず
・ 劣悪 な サ ー ビス の提 供 が 続 いた の で あ

る・ トラ ック輸 送 を利 用 す る荷主 企 業 は
・ 高 コス トの劣 悪 囎 送 サ ー ビスで非

効 率 的 な物 流 シス テム に甘 ん じざ るを得 な し、状 況 に追 い込 まれ た
の で あ る。

こ う して荷 主企 業 は規 制 下 の トラ
ック運 送籍 の輸送 サー ビス に対 して強 し、

稀 を抱 くよ うに な って い った・例 え1まジ ョ ンソ ン(JamesC .J。hns。n)が 行 っ

た荷 主企 業 に対 す る ア ンケ ー ト調 査 の なか で
t主 蝶 は次 の よ うに発 乱 て

い る。

「古い制度(35年 自動韓 送事縮 法1こよる規棚 儲)で は
,ト ラ ッ

ク運送 業 へ の新規 参 入 が 大 き く制 限 され て い た
.従 って,い くっ か の

運 送 業 者 は都 市間 貨物 輸 送 にお い て実 質 的 に独 占を形 成 して お り
,わ

れ わ れ は信 じられ な い く らい高 い運 賃 を支 払
って い た(17QJ)

「1980年 以 前 に も し私 が トラ ック運 送 業 者 に サ ー ビスの 改善 を勅

る と・ 営 業免 許 の公聴 会 ・ レイ ト ・ビ ュー ・一やICCの 運 賃 申請 な

どの公聴 会 が次 々 とあ った・ 当 時 を励 返 る と悪 夢 の よ うだ
.サ ー ビ

スの 改 善 は常 に悪 だ とい う こ とが 基 本 的 な肯育提 に あ
った.な ぜ な ら

ば・ サ}ビ スを 改善 しよ う とす る運送 業 者1ま
,そ う しな い運 送 業 者 や

で きな い運 送 業者 に ダメ ー ジを与 え るか らだ(18
0f)

「集 団 的運 鰍 定 は非 効 率 な運 送 業 者 力,・営 業 を続 けて い く こ とを可

能 に して お り・ これ に よ って運 行 コス トの削 減 を しな くと も成 功 して

い る運 送 業 者 に たな ぼ たの利 益 を与 え る結 果 にな
った と強 く感 じて い

る。 運 賃競 争 が な い ため に荷主 はか な り不 利 な状 況 に 置か れ た
。 さ ら

に集団 的 運 賃 決定 は トラ ック運賃 が本 来 あ るべ き もの よ り遙 か に高
し、

た め に・ 経 済 全体 に と って も有 害 で あ った(190f)

「鞘 に 訪 せ て も らえ ば・ ビ ジネ ス を続1ナ る価 値 の な い よ うな非

効 率 樋 送 業 都 あ ま りに も多 か った カ・ら
,198・ 鮪 動 韓 送事 業 者
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この よ うにリ

ラ ック輸 送 サ ー ビス に対 して,離 諜 は螂 ・不 灘 抱 い て お り・ そ れが規 制

制 度 に よ って もた らされ る独 自の メ カニ ズムの なか で..産 され て い る ことを

荷 主企 業 は正 し く認識 して い たの で あ る。

とこ ろで 政府 に よ る厳 格 な規制 が実施 され・ そ の結 果 と し磯 争 が回 避 され

て経 済 全体 に轄 を もた ら した とい う調 酷 果 が比 較 的早 い賭 に明 らか に さ

れ た.例 え ば,1958年,59年 に実 施 され た ア メ リ儂 務 省(Depa「tmentofAg-

riculture)の 調 査 に よれ ば,規 制 の適 用 除 外 とな って い る離 物 の輸送 で は・規

制 されて い る営 業 トラ ック継 よ り も効 軸 で あ り・ しか も運 賃 が廉 価 で あ る

ことが明 らかに されて い る.具 体的}こは生お よび冷凍 の鶏 肉 の騨 で籟 が

33%低 下 し,冷 凍 の果実 ・野 菜 の輸 送 で運 賃 は19%低 下 した とい う・

また ブル ッキ ング ス研 究所(Br・ ・kingslnstitute)の ム ーア(Th・masMoo「e)

に よれば,鉄 道 槍 め た曖 業 に対 す る規 制 に よ って 生ず る コス トは・1969年

の時 点 で38億 ドル ー89億 ドル の範 囲 にあ った と されて い る・さ らに ム ー アは・

規制 は規 制 を受 け る トラ ック運 送 業者 と労 鯛 合 に加 入 して い る トラ ック ドラ

イバ ー に大 きな臆 を与 え た との調 査 結 果 を 明 らか に して い る・ これ に よ る と

規 制 に よ って荷 主 蝶 は約25%も の割 高 な運 賃 を トラ ッ ク運 送 業 者 か ら課 せ

られ て お り,こ の超 過 運 賃 に よ って 得 られ る所そ尋の約4分 の3が トラ ック運 送

業 者 とチ ー ムス ター労 鯛 合(Internati・na1Br・therh・ ・d・fTeamsters)の 労 働

船 員 に流 れ て い った.ト ラ ック運送 業 者 が これ に よ って得 耀 過 所 得 は1972

年 で15億 ドルー2・ 億 ドル 燵 した・ま た チー ムス ター の耀 合 員 は10億 ド

ル～13億 ドル の所 得 を得 た とす る推 計 結 果 を明 らか に して い る。

アメ リカにお ける トラ。ク輸送産業の規指1膿和85

法 は トラック継 産業 にとって良 か った と最初か ら考 えていた・鰯

なサー ビスを提供 す る運送業者 が多 く,こ れ ら1まビジネスか ら追放 さ

れ るべ きであ った.多 くの運送業者 は非常 に非効率な運行 を行 ってお

り,こ の非効 率 はこうし樋 送業者 の轍 を可能 にす る原始 的な運賃

決定 システムと相 ま って7方 もな く高 い価格 の トラック輸送 システ
く　の

ムを作 り上 げていたので ある。」

競争が回避 されて髄 び的で品質が悪 く・ しか も運賃 が高 い ト
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さ らに ウイ ンス トン(Cliff・rdWinst・n)ら に よれ ば運 賃 規 制1
こよ って嶺

の大 幅 な上 昇 を もた ら して お り
・ これ が トラ ック輸 送 産 業 と鉄 道 を合 わ せ る と

社会 全体 に対 し年 間約1・ 億 ドルの コス ト負担 を もた ら した とい う
.ｺ・ の ト

ラ ック運 送 業 者 は小 ・ ッ ト貨 物 を混載 す るLTL(L
ess-than-taruckl。ard)運 送

業 者 と貸 切輸 送 す るTL(Truck1・ad)運 送 業者 に分 かれ て い る
.ウ イ ンス トン

らに よれ ば・TL運 送業 は鉄 道 と貨物 を め ぐって競 合 関係 に あ る たあ に運 賃 の

上 昇 は さ ほ どで は な いが ・LTL送 業 は小 ・
ッ トとい う貨 物 特 性 ゆえ1こ懲 こ

競 合 す る輸送 機 関 が な いた め に嶺 の上昇 が大 きか った
.こ の ため に トラ ック

輸送産触 特にLTL運 送業のほうが経済全体に対する負担が大きか
ったと

指摘 している。

いずれにせ よ第二次大戦後 の ア刈 力1こお いて トラ
ック輸送産 業に厳格な規

制が課せ られ ることによって トラック運送業醐 の競争が回避 され
,結 果的1こ

荷主企業 は高嶺 と輸送 サ ー ビスの質 の劣化1こよ って大 きな繍 的撒 を被
.

ていた。 それが物流 コス トの増大 と して荷主企業 の製品価格 に転稼 され る
こと

によ って消費者価格 を押 し上 げたのであ り
,最 終的 に消費者へ の負担 を高めて

いった。 こうした荷主企業や一般消費者 への負担 は
,や がて規制緩和 を もた ら

す政治的 なエネルギーへ と結集 してい く源動力 とな
ったのである。

第2章80年 自動 車 運 送 事 業 者 法 と規 制 緩 和 の 経 済 的効 果

いったん法律 が制定 されて一つ の制度が作 られ ると
,そ の制度 はそれ 自体 が

合 目的のよ うに長期 にわた っ磯 能 しっづけ る
.ト ラック輸送産業 に対 する規

制 もまた この例外 で はなか った・ ア刈 力におG・て196・ 年代 .7。年代 に ト

ラ ック輸送 が急速 に進展す るなかで
・依然 と して第二次大戦前 につ くられた制

度 が生 き続 けたので ある・制度 と繍 の実態 とのギ ャ
ップがます ます激 しくな

り・規制 に対す る一般企業や消費者 の不満 は徐 々に蓄積 して い
った。 そ してや

がて規制緩和 に向 けた政治的 なエネルギーが集結 され ることにな り
,規 制緩和

が実現 す ることにな る。

そ こで本章 で は・ まず7・ 年代 にはい って顕在イヒす る規制緩和 を求 め る政治
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的 な動 きと,や がて8・ 年 鰍 輔 騨 業者法 の成立へ と結 びついた具体 的な

プ 。セ スを明 らか にす る.さ らに,成 立 した8・年 自動輔 騨 業法 にお ける規

制緩和 の内容 について検討す る.購 こアメ リカの規制緩和 に対す る評価 と し

て,規 制緩和 の経済的効果 に注 目す る必要力∫あ る・ アメ リカにおいて規制緩 禾口

に対 して どのよ うな評価がな されてい るかを検討す る。

1.規 制緩 和 へ の政 治 的 プ ロセ ス

トラ ック運 送 業 者 の競 争 を制 限 す る繍 的規 制 のbは ・1960年 代'70年

代 にお い て顕 在化 して お りTこ れ を改革 しよ う とす る政治 的 動 きが醗 化 して

くる.ま ず こ う した轄 を除去 す るた め に規制 の緩和 を求 め る政 治 的 な動 きが

出 て くるの は6・ 年 代 初 め で あ る.1962年1こ ケ ネ デ ィー大纈 は運輸 に関 す る

書 簡 を議 会 に送 り,こ のな かで 陸上 貨 物輸 送 の規制 を削 減 す るよ うに勧 告 して

い る.こ れ 綬 け.・;'会 は大 禰 の勧 告 を上 回 る規 制 削 減 の法 案 を 提 案 した

が,し か し続 く ジ ョ ンソ ン雌 で は この法 案 に対 して輔 が な く成 立 を み な

か った0

ニ ク ソ ン政権 の も とで1971年 に運 鞘(Department・fTransp・rtation=DOT)

が トラ ッ ク運送 業者 の規 制 を削 減 す る提 案 を行 った・ しか しホ ワイ トハ ウス1ま

これ を法案 と して提 出 しな か った.な ぜ な らば政 緻 党 で あ る共和 党 の数 少 な

い支持 労 鯛 合 と して チ ー ムス ターが お り・ チ ー ム ス ター は この法 案化 に反対

した か らで あ る.ト ラ ック ・ドライバ ー の労 鯛 合 で あ る チー ム ス ター は簾

的 な 。 ピー活 動 搬 開 して お り,ニ ク ソ ン政 榴 こ対 して も強 い政 治的 影響 力 を

保持 して い たの で あ る.さ らに フ ォー ド大 統領 は75年11月 に トラ ック輸 雌

業 の規 制 を削 減 す る1975年 自動 輔 送 事 業 者 改鞘(M・t・rCa「 「ie「Refo「m

Act。f1975)を 提 出 した が,こ れ1撒 会 の支 持 が 得 られ ず 日の 目を見 なカ〉った・

しか し7。 年 代 の中 鄭 な ると,大 纐 力・ら任 命 され たICCの 委 員 長 がIC

Cは 簾 的 に講 を促 進 す べ きで あ る と公言 す るよ うに な り(24)規制機 関 のIC

C自 体 の政 策 ス タ ンスが 大 き く変 わ り始 め る予 兆 を示 して い た。

トラ ッ ク輸 送 産 業 の 規制 緩 和 に向 け 働 きカa本格 化 した の は・76年 の ヵ一
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タ ー醜 に な って か らで あ る・ まず就 任 直 後 か ター大 纈 は,ICCの 委員

長 に規 制緩 和 論 者 と して知 られ て い る オ ー ル(Daniel・'Ni
el)を 齢 す る.オ

ニ ール は既 に73年 にICCに 入
って いたが,77年2月 にACCの 委 員 長1ご就

任 した・ オニ 噛ル の委 員蹴 任 に よ って規 制纈 のICC槻 制緩 和 に向 け
て

大 き く動 き出 す ので あ る。

最 初 にオ ニ ール はICC内 に特 別 専IJ委 員 会 を鑓 して噺 鯵 入 を容 易
1こ

す るた め の方 法 を検 討 させ た・ オ ニ0ル の命 を受 け 塒 別 専Fr委 員会 酢 成 し

た報 舗 で は噺 鯵 入 をf・ す るた め に39囎 級 襯 制 の変 更 を取
り上

げて勧 告 した・ これ を受 けてICCは
,営 業 鰭 の 輔 者 に対 して以 前 に増 し

て積 極 的 な諜 免 許 の交 付 に行 うよ うにな
った.前 掲 の表2に 示 され て い るよ

うに1977年 か ら営 業 免 許 の 申瀦 数 力贈 加 して お り
,免 許 の発 行 比 率 も上 昇

して い る・ と ころで・ こ う したICCの 措 置 に対 して,ト ラ ック運 送 業 者 の全

米 的 な業 界 団体 で あ る ア刈 カ トラ ック協 会(AmericanT
ruckingAss。ciati。n:

ATA)は ・ 既 存 の トラ ック運送 業 者 の禾り益 を損 な う もの と強 く反 発
し,ICC

に対 して警告 を発 して い る。

77年10月 に は議会 鋤 き出 した
・ 上 院 司法 委飴 の反 トラス ト.独 占小 委

員会 にお いて・ トラ ック運 送 業 の運 賃 に関 す る公 聴 会 が 開か れ た ので あ る
.反

トラス ト'独 占小委 員会 の委 員 長 は ・バ ー ト ・ケ ネデ ィ上 臓 員 で あ り
,規 制

緩 和 の積 極 的 な推 儲 で あ った・ 彼 に よ って トラ ック輸 送rの" s'緩 和 に向

け噛 車 が大 き く動 き出す イベ ン トが仕 掛 け られ た
.こ の 公聴 会 で は,ト ラ ッ

ク輸送 産 業 に厳 しい規 制 が課 せ られ て運節 ゴ割 高 に な り満 主 蝶 や さ ら
に_

般 の消 費都 いか に多 くの コ ス ト負 担 を強 い られ て い るか
,そ の実態 醐 らカ、

に され た・ これ に よ って トラ ック輸送 産 業 の規 制緩 和 の必要 性 を国 民 に強 く印

象 づ け たの で あ る・ この た め ア 刈 力消 費者 連 盟(AmericanC
。nsumerFedera-

tion)の よ うな リベ ラル な団体 だ け で な く
,ア メ リカ保 守連 合(AmericanCon-

servativeUnion)の よ うな保 守 的 な団体 まで もが
,ト ラ ック輸 送 産業 にお け る

規 制 の削減 を支 持 す る表 明 を行 うよ う1こな った ので あ る
.こ の た め ホ ワ イ ト.、

ウス は・ トラ ック輸 送 産 業 の規 制 を削減 す る方 向 に大 き く傾 い
て い った。 ただ
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し当時 の運輸省館 の アダム ス(Br・ckAdams)1ま ・この時点で規制削減 に反対

す る態度 を崩 して いなか った。

78年 後半 にな る とICCは 自家用継 を行 うプ ライベー ト・キ ャ リアに対

して営業免許 を与 え,搬 の トラック運送業者 と同 じよ う1ご営業行為 を認 め る

よ うにな った.こ れによって35年 自動車運齢 業者法以来40年 以上 も守 られ

て き槻 制 の_角 が実質 的に破 られたので ある・ さ らに78年 末 にICCの オ

ニール委員長 が規制緩和 の新 たな提案 を行 った・ その内容 は・ あ らか じ澱 定

された基準 に齢 すればいかな る申翻 こ対 して も一般 トラ ック運送業者 の営

業免許 を与 えること,さ らに運賃規制 を緩和 して合理的な ゾー ンに運賃 が設 定

されていればICCは 介入 しない とい うもので あった・ このオニールの提案 は

従来 のICCに よる規制 の方法 を根 本的に変え るものであるとともに・ これ ら

の提 案 が後 に成 立 す る8・年 自動 輔 送事業 者法 唖 要 婿 格 とな る もので

あ った.そ の意味で はオニールの提案 は極 めて鞍 臆 味 を持 っていたので あ
(25)

0

78年 の初 め に航空 業 規 制緩 和 法(AirlineDeregulati・nAct)が 成立 して お り・

航 空業 に大 幅 な規 制 緩和 が実 施 され た・ こ う し槻 制 緩 和 の実 績 が また陸 運 業

の トラ ッ ク輸送 産 業 の規 制 緩和 を雛 す る繭 力 とな った・78年 の賭 で は ホ

ワ イ トハ ウ スだ けで な く運轍 官 が反対 してい た運 鞘 も トラ ッ ク継 産業 の

規 制 緩 和 を実 施 す る緬 をす で に作 成 して た・ そ して翌79年6月 に か ター

大統 領 とケ ネ デ ィ上 臓 員 が共 彫 トラ ック輸送 産 業 に規鏑膿 和 を もた らす

新 た な 法 案 を第96議 会 に 提 出 した.こ れ は一 般 に カ ー タ ー ・ケ ネ デ ィ法 案

(TheCarterKenedyBill)と 呼 ば れ る もの で あ り,ト ラ ック産業 に対 す るICC

規 制 を弱 め る こ とや現 行 の鮎 禁止 法 適 用 除外 の廃止 を含 んだ ドラ ステ ィ ック

な改革 内容 を もって い た。

第96議 会 は79年 か ら8・ 年 に か1ナて開 会 され た が・ この 間 に か ター'ケ

ネデ ィ法 案 を励 トラ ック輸 送 産業 の規 制緩 和 を求 め る数 多 くの法 案 が上 程 さ

れ た.そ して上 院 と下 院 で の激 しい論 戦 を経 て・結 果 的 に上 院 が上程 した1980

年 自動 車運 送 事 業 者 改革 法(M・t・rCarrierRef・rmAct・f198・)・ お よび上 院 が上
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程 した1980年 自動 車運 送 事 業者 法(M・t・rCa
rrierAct・f198・)の 二 っ の法 案 を

あ ぐって・150日 近 くをか け て両院 のあ いだ で相互 纏
が な され た.っ い に妥

協点 が成 立 し80年6月 に上 下 両 院 で通 過 して
,7月1日 にカ+大 纐 曙

鷲 して80鞘 動 輯 送事 業 者 法(M・t・rCarrierAct。f198・)が 成 立 した ので
あ る。

ところで このよ うに79年 ・8・年 にかけz会 で さまざまな法案
旛 議 され

ているさなか・ICCは 鮪 に鱗 り緩和 の実施 に踏 み切
った.79年1。 月1こI

CCは トラ ック輸送産業 とバスの参入規制 を容易 にす る措置
を実施 した.35年

法以縫 綿 と して続 いて きた制度 では
y新 鯵 入者 は自ら提供す る新 しいサー

ビスが既存 の業者 によって鰍 で きなし・ことを翻 しな
ければな らなか った。

しか しICCは 翻 の腰 性を取 り除 き
,こ の仕組 みにみずか ら終止符 を打 っ

たのである・ これ と同時 にICCは 既存の トラ
ック運送業者 のiｺｺ:を 防 ぐため

噺 鯵 楮 の輔 を拒否 しな くなった
・ 明 らかにICCは 従来 の需給謹 を

みずか ら拒否 したのであ る
・ このよ うに法律鍼 立す る前 に

,規L.,一 関 のIc
Cに よ って実質 的に規制緩和が実施 されたのであ

って,新 たな参入基準 の設定

で トラック輸送産業 の競争 が加速 されたので(27)
。

こ うしたICCの 新 たな措 置に対 して トラ
ック運送業界 およびAの_部 は

騒然 とな り・ICCに 対 する怒 り繍 こした
.ア メ リカ議会 の規制臆 派 の議

員 に とって は・40年 以上 も前に成立 した とはい磁 会 が制定 した
35年 自動車

運送事業者法が依然 と して効力 を発 しているなかで
,錦 実搬 関 であるlc

cが みずか らこの法律 の囎 を突 き崩 すよ うな措置 を実施
して しま うことは許

し難 い行為 であると思われた。

79年 か ら80年 前半 にかけて
・ トラ ック運送業界 を代表す るアメ リカ トラ

ッ
ク協会 や トラック ・ドライバーの労鯛 合であ るチームスターは議 会 で離

されてい る欄 緩和法案 に反対す るとと も1こ
,ま すます ボルテづ を上 げてI

ccの 漣 の欄 緩和政策 の実行 に強 く反対 してい
った.そ して さらにアメ リ

カ トラック協会 やチームスターは滲 入 の自由化 をはか るI
CCの 働 を制限

す る法律 を制定 す るよ う議会へ積極 的に働 きか けたのであ る
。
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しか しなが 槻 制下で トラ ック運送業者 の継 サー ビスに強い不灘 抱 いて

いた_般 の企業 は議 会 で審 議 されて し・る規制緩 和法案 を強 く支持 した・ ト

ラック運送業者 の高い運賃品 質 の悪 い輸送 サー ビスに文寸して荷 主nの 長年

の稿 が蓄積 してお り,こ の劇 に一気1こ噴出 したのであ る・ トラ ック運送業

者 の顧客 である荷主企業 の全国的な'.'.;1全 国製造業者齢(NationalAssocia'

ti。nManufacturers)は,主 要な大企業を先頭 に して トラック継 産業 の規制緩

和 を積極 的 に支持 した.大 手荷主螺 ま中小荷主諜 の代表 とともに藩 議 中

の法案通過 を急 ぐよう磁 会 に対 して大 き妊 力 をか1ナたのであ る・結果的 に

法案 は全米 で蠣 な支持 を得 て3先 に見 たよ うに8・ 年7月 に可決成立 したの

で認 。

以上 のよ うに8・年 働 輔 齢 業 法の成 立過程 を見て きたのであ るが・ ま

ず規制緩和 に向 けた畿 改革 の簾 的 な雛 役 は今 ま磁 しい規制を行 って き

槻 徽 関のICCで あ った.ICC委 員長 オニールの もとで規制改革 に向け

て具体的な提案を行 うとともに,い くつか 唖 要 な規制緩和 に踏 み切 り実績を

積み重 ねた。

こうし槻 制緩和 の動 きに対 して広範 な層か らの支持 が集 め られた・輸送

サー ビスの利用者 であ る荷主nは 長年1こわた って高運賃 ・低 品質 の輸送 サー

ビスに強 い不灘 抱 いてお り,大 企業 ・中小企業 を問わず規制緩和 を強 く支持

していた.さ らに,一 般 の消費者 は直蘭 な利害 関係 はないが滴 い輸送 コス

トが企業の物流 コス ト増力・に結 びっ きそれが製 品の価格 に反映 されることを認

識 してお り,物 価 の安 定を勅 るために韻 者団体 を中心 として トラック継

産業 の規制緩和 を支持 したのであ る。

これに対 して既存 の制 度 雄 持 しよ うと積極 的 に活動 したのが ア メ リカ ト

ラック協会 とチ ームス ターで ある.既 存の トラック運送業者 や トラック'ド ラ

イバーは,規 制 が存在 し磯 争 力a制限 され ることによ って大 きな恩恵 を受 けて

きた.こ の働 アメ リカ トラ ック協会 やチームスターは覗 制緩和 に対抗す る

利益者団体 として簾 的 な ・ ピー活 動 を闘 した・ この時期 に特 にチー ムス

ターは利益者団体 として隠然た る力を持 って いたので ある。
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しか しなが ら・ こう し槻 制 を繍 しよ うとす る団体
の積極 的な政治働 こ

かかわ 拭 アメ リカ全体 は規制緩和の方向 に動 い
てお り_般 蝶 や消費者

の広範 な支持 の もとに遂行 されてい る規制緩和 には抵抗す
ることがで きなか っ

た・繰 的 に80鮪 動韓 送事業者法 の成立 を許 し
て しまい,実 質的 にすで1こ

ICCに よ って実施 されて いた トラ
ック輸送産業 の規鞭 和 はこの法律 によ

っ
てオー ソライズされ ることにな ったのであ る。

2.80年 自動車 逮 送 事業 者 法 の 特徴

80年 自動 韓 送 事 業 者 法 は ア メ リカ に お け る交
wi業 の 漣 の欄 緩 和 の

流 れ の なか で 実 施 され た・ 周 知 の よ うに76年 の鉄 道 ::・ 規 制 改 革 法(R
ai1-

「oadRevitalizationandRegulat・ryR
ef・rmAct・f1976) ,78年 に は航 空 業欄 緩

和 法 が成 立 してお り・8・年 に は自動 韓 送 事 業 者 法 と同 じ く
ス タか ズ鉄 道 法

(Stagge「sRailAct・f198・)誠 立 した
・従 って8・ 年 自動 韓 齢 業 龍 もアメ

リカの歴 史 的 な流 れ で あ る交通 業 の欄 緩 和 の連続 性 の なか
に位 置 づ け る こと

が で き る

しか し80年 自動 韓 送 事 業 者 法 は他 の輸 送 手 段 の規 制緩 和 と大 き
く異 な.

て い る点 が存 在 して い る
・そ れ は規 能り緩 和 の程 度 で あ る.例 え ば8・ 年 自動車 運

送 事 業 者 法 よ りも2年 早 く成立 した航 糠 業 規 制 緩和 法 の胎
こはr空 輸送

業 の路 線 参 入'腿 の 自由化 航 空 輸 送事 業 免 許 の 自由化
s賃 の 舳 化 儲

段 階 的 な規 制 の撤 廃 と最 終 的 な完 全 舳 化 連 邦 政 府 の欄 闘
で あ るCAB

(CivilAe「・nauticsB・ard=民 間航空委員会)そ の もの の廃止 を含 む
ドラステ ィ ック

欝 繍 潔繊1黙 鷺8ぢ蒲隷
業者法 は従来 の規制 の枠組み は残 してお4・て

,そ の なか で参條 件や さまざま

な制限 を緩和 して運 賃翻 を勧 ること1こ主眼があ
ったのであ り,規 制その も

のの撤廃 ではなか った・ このよ うに同 じ規制緩和 で も
,ト ラック輸送産業のそ

れが緩 やかであ ったのは・ アメ リカ トラック励 や チームスターなどの規制緩

和 に反対す る政治勤 の ・ ピー醐 の結果 であ
った.こ う した利益者集 団の ロ
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ピー活 動 は,規 制緩 和 の実施 を許 した ものの・ そ の内容 を よ りマ イ ル ドに留 あ

る役 割 を果 た した ので あ る.こ の ため・8・ 年 働 車 運 齢 業者 法 が成 立後14

年 を経 て94年 トラ ッ ク輸 送 産業 規 制 改 鞘 こよ つて再 び大 胆 な規 制 緩 和 が実

施 され る こ とにな るので あ る・

さ らに8。 年 働 輔 送事 業 者 法 の.:.な 目的 を細 か く検 討 す る と・ トラ ッ

ク輸送 産 業 の中 の特 定 の業 種 に ター ゲ ッ トカ§絞 られ た い る とい われ て い る・ 特

に従 来 規 制 が実 施 され て い るな かで も競 争 的 で あ つたTL運 送業 よ り も・ 従 来

規制によつて競争が大麟il限 されていたLT鰭 業者をを主たる女橡 とし

て,そ の競争促進を狙 った もので あるといわれて いる・

アメ リ.ニ'会 は198・ 年 に働 輔 送事業者法 を可決 したので あ るが慨 に

述 べたよ うに実 際 には8・年法成立以前力aらICCに よ つて トラ ック運送業 に

対す る規制緩和 がすで に実施 されてし・た・ その意味で額 的な トラ ック輸送産

業の規制緩和 はすで に1977年 力・ら始 ま つてお り・それが1980年 自動車運齢

業者法 によ って正式 にオー ソライズされて完成 されたのである・実際 の規制で

は緩和 が進行 してお り,こ うした実態 を法律 が後追 いす るパ ター ンがみ られ

た.そ れ は慨 に述 べて ように従来 の参入規制が頬 的 に大幅 に緩和 されたほ

かに,一 般運送業 と齪 運送業の免許 力ま同時 に取得す ることがで きた り・朧ll

対象外 であ る農産物 の運送業者 が帰 り荷1こ規制対象商品をg�す ることがで き

るよ うに した.さ らに特定運送業者 は8つ の帯 諜 とい う制 限があ ったカaこ

れ も緩和 された.こ のように具体的 に糸田かな点 において・8・年以前 に頬 的 な
(31)

規制緩和 が進展 していたのである。

そ こで改 めて8。 年 鰍 韓 送事業者法 によ って顛 された点 を明 らか に し

てみよう.ま ず新規参入 に関す る規制で あるがβ5鵯 動車運送事業者法で は

新規参入 の申諸 は自 らの輸送 サー ビスが 「公共 の便益 と腰 幽 があること

を証明 しな ければな らなか ったが,8・ 年 自動輔 齢 業舘 で はそのサー ビス

が 「有益で公共 の目的」(usefulpublicpurp・se)に 合致 していればICCは 襯

参入 を認 め るよ うにな った.そ して申請者 は新 たな輸送サ ー ビスの腰 性旙

明 しな くて もよい ことにな った.逆 に・襯 参入 に反対す る都 糊 参 入が
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なぜ 「公共 の便益 と必要性」 に反す るのかを証明 しな
ければ な らな くなった

.新規参入 の申請者
と既存業者 との間での証 明の負担が逆転 したの

である.そ し
て営業免許を鵬 す るためには

・ あ らか じめ設定 された聾 に適合 しているこ

とだ けが求め

(32)たのであ るnこ れによ って襯 参入 は従来 よ りはるか に容易にな
ったので ある。

実際 にこう した制度的 な変更 に伴 い
・営業免許 の申請者に対 して実際 に交付

され る割合 は格段 に増加 した
・例え ば参槻 制 の緩和 が始 まる前 の1976年1こ

は全 くのAliお よび既存業者の営業免許 申請 は6
,746件 あ り,こ の うち実際1こ

ICCが 免許を交付 した割合 は7・%で あ
った.こ れに対 して8・ 年 自動韓 送

事業 者 法 が施 行 され た後 の81年 には営 業免 許 の 申請 件数
は2万8,414件 で

あ つた煽CCが 免許 を交付 した割合1まじ
つに97%に 達 した

.8。 年以降 は申
請 すればほとん ど営親 許が与 え られ る状態 にな

ったので霧.

80年 自動韓 送事業者法 は新規参入を容易 に しただ け
でな く,今 まで事業者

に課せ られて い蟷 業の さまざまな規制を削減 した
.具 体的 にはyゲ0ト ウェ

イ(gateway)と いって麟 の路線 で必ず通過 しなければ な
らない特定 の地点 を

定 めた規定 を削除 した り・ トラック運行上 で迂 回 しなければな らない齪 を削

除 した・ さ らに今 までの営業免許 では諭 送 で きる商品諭 送
す るルー ト,営業

区域 を狭 い鯛 で限定 し燃 こう した制 限 された醐
を拡大 す る,.1...こ

よ って トラック運送業者 が以前 よ りは舳 に営業活動 を
h広 げることがで き

るよ うにな った・例 えば以前の規 制で トラ
ック運送業者 は,特 定 の営業区域 力、

ら発生 す る特定 の商品 を特定 のル0ト で輸送 してお り
,ま た帰 り荷 も制限 され

て いた・ このため働 て固定化 され た狭 し鯛 内で しか営業
がで きなか ったの

であ る・ しか し・ こうした制限 が緩禾・され ることによ
って,ト ラック運送業者

は季節的 な貨物譲 変動 や商品別 の貨物輸送 ≫..の変動 に対応 し
て,広 い範囲

にわた って貨物 を輸送す ることがで きるとと もに
,対 象 とす る荷主 も広 い範囲

で営籍 動 を展 開す ることがで きるようにな
っ喫 。

運賃の規制 に関 してはβ ・年 自動韓 送業者法 にお い
て コモ ンキ ャ リアは毎

牡 下10%の 範囲 で運賃 の 舳 な変更が認 め られた
.さ らに,か つては集 団的
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な運賃 の設定 が行 われ個 々 の トラ ック運 送 業者 に よ る独 自の運賃 設 定 が困難 で

あ った が,新 た な法律 で は レイ ト ・ビユー 一 が個 別 の運 賃 の フ ァイ ルを妨1ず

る ことを制 限 して お り,個 別 の運 鰍 定 が は るか に容 易 に な った・ そ して集 団

的運 賃設 定 の一部 が廃 止 され た.具 体 的 に は・一 つ の路 線 を単 一 の トラ ッ ク運

送 業者 で運 送 す るbの 単 一 路縫 賃(single-linerate)は 集 団 的 な運 鰍 定 力i

禁 止 され た.し か し複 数 の業者 が運送 区 間 をノ」・区 間 ご とに分 担 して輸 送 す る複

合路 線 運賃(joint-linerate)と 一 般 運 賃(generalrate(35))の 集 団 的運 賃 設定}燃

と して 独 占禁 止法 の適 用 除外 と して維 持 され た。

この他 に詳細 な規 制緩 和 の内容 と して は濃 動 継 の規 制 除外 貨 物 と して

蝋 種 子 濃 業 生 産 に使 わ れ る機 械類 力弍含 まれ るよ うにな った・ ま た 自家 用

で も1。。%の 株 式 を保有 す る子会 社 の継1こ お いて は・ 営 業 行為 がで き るよ う

にな った.さ らに一 般 と特 定 の両 方 を同 時 に営 業 す る こ とが可 能 とな った点 力ま

あげ られ る。 ま槻 制 の翻 除外 と して・ オー ナ ー ・オペ レー ターの肛 食 品

輸 送 を認 あ る こ とにな つた.オ ー ナ ー ・オ ペ レー ター は通 髄 用 除外 の離 物

流 輸 送 に従 事 して お り,搬 の規 制 対 象 の貨 物 を継 す る こ とが で きな か っ

た.こ の た め に帰 り荷 が な く空車 の運 行 力弍一 般 的 で あ つた・そ こで80年 自動 車

運 齢 業 者 法 で は食料 の輸 送 につ いて・ 自己 の鮪 輌 で 本人 が 運転 し・ この

食料の輸送が重量一 スで年間嚇 扱量の過半数を超えないことを条件に営

業輸 送 がで き るよ うにな った の で あ る。

3.規 制緩和が もた らす経済 的効果

規制緩和 によって纐 参入が増力・し運 賃規制 も緩 め られて事業者 の価格設

定の糎 が拡大 された.こ のため,ト ラック運送業都8・ 年以前 の規制時代

に支配的であ った他業者 と同 じ質のサー ビスと同 じ運賃 を提供す る横並 び指向

の事業闘 は もはやで きな くな った.規 制緩禾・後 の トラック運送業者 は・後 に

詳 しく述べ るように,い ともたやす く倒産 に追い込 まれ る状況 に直面 し・ これ

を回避 し事業 を雛 す るために荷主企業 に文寸して韻 の値下 げを行 うととも

に,以 前 よ りも質 の高 い継 サー ビスを提供 していかなければな らなか ったの
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である。

それ と同時 縦 来 の荷主蝶 と トラ
ッ燵 送 業者 の関係 棚 らか に変化 し

た・ トラ ック運送業者間の競争激化 の もとで
,荷 主蝶 樋 賃 幡 送""ビ ス

をめ ぐる交渉 でイニシアテ ィブを掌握 す る傾向力aと 強 ま
ったのであ る.結

果 的に満 主蝶 のイニ シアテ ィブの もと1こ輸送 サー ビスの質の改善 と嶺 の

低下が生 じ満 主nに とってはあたカ・槻 制時代m積 を晴 らすか
のよ うな

歓迎すべ き時代 が到来 したのである。

規制緩和後 の8・ 年代 にお いて・ し・か に荷主蝶 を取 り巻 く物流 の状況カゴ改

善 され満 主蝶 賄 利 にな って いったかを騨 に見 てみよ う
.ジ ョンソン

(JamesC・J・hns・n)は199・ 年 に荷主 蝶 に対す るア ンケー ト.a.,...ニ.を実施 した

が・その融 結果 は実 に難 深 いものであ
った.こ の ア ンケー ト調査 は8。 年

働 韓 送事業者瀧 行後 の1・年 を励 返 って
,荷 主蝶 の物流担 当責儲

に トラック運送業者 の評価を聞いた もので瑠
。

まず トラ ック運送 業者 の輸送 サ ー ビス の改 善 につ いて
,荷 主蝶 倣 の よ う

に記述 して い る。

「現 在運 送 業 者 は マ 寸 テ ィ ング醐 を 強化 して い るが
,そ の結 果

サ ー ビス水 準 は10年 前 よ り も格 段 に良 くな
った.さ らに運 送 業 者 の

営 業担 当者 は・ 今 日で は立 派 な専 門 家 にな って い る(よ く教育を受け
て

いる し,常 に新 しい ものを取 り入れている)
。以 前 な らば営 業 担 当者 はプ ロ

野 球 の只 券 を配 って い たが,そ の代 わ りに彼 らは枷 ∫何 を腰 と して

い るか を研 究 し,特 定 の サ ー ビス ・パ ッケ イ ジを提 案 し
,優 れ た サ ー

ビスを私 に提 供 して い る(3$of)

さ らに トラ ックの嶺 は低 い水 準 の ま まiこ鵜 して お り
,別 の荷 主企 業 は8。

年 代 の状 況 を次 の よ うに記述 して い る
。

「トラ ックの運 賃 は(欄 緩轍 の)最 初 の数 年 間 に最 も下 落 し
,そ の

後 安 定 して搬 の物 価上 昇 水 鞄 度 に上 昇 す るだ ろ う と私 は考 え
て し、

た・ しか し私 の予 想 は完 全 に間違 って し・た
.た とえ運 賃 の値 引 きが ど

の よ うな水 準 に到達 しよ うと も
・ さ らに いか1こ多 くの人 々 が運 賃 の値
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引 きが底を打 った と発言 しようとも運 賃の値 引 きは依然 と して拡大
(39)

し続 けてい るのであ る。」

このよ うに,ア ンケー ト調 査 にお ける荷主企業 の記述 に端的 に示 さるよ う

に韻 制緩和後 の トラック運送業者 の競争激化 によ って・80年 代 にお けるアメ

リカのｺ・ の荷主企業 は トラ ック継 サ ー ビスの改善 と トラ ック顯 の引 き下

げを実現す ることがで きたのであ る.規 詣l」緩和前 と打 って変わ って荷主企業 に

とって極 めて有利 な状況 が実現 されたのであ る。

ただ 槻 制緩和 による運賃 舳 化 は,必 ず しも離 企業全般 に経済的な恩恵

を与えていないとの指摘 も存在 してい る・デ ンプシー(PaulStephenDempsey)

によれば,規 制緩和 によって運賃 に関 して荷主企業間の格差が拡大 してお り,

大量 の貨物 を発送 す る大規模 な荷主企業 はカ・な り低い割引運賃 を実現 す ること

がで きたが,逆 に槻 模な荷主企業 は正規 の運(4a)払 わされた うえ5～10%の

追加 の割増料金 を支払 わされた事例を紹介 してい る・ さらに大規模荷主企業 の

場合運 賃 は公表 されてい る正規の運賃で支圭ムうが・後で トラ ック運送業者 に

対 して リ脳 トを要求 して いる.大 顯 な荷主企業 は正規 の運賃 とその正規 の

運賃の7。%割 引 きさせ た金額 の差額 を1,ベ ー トとして受 け取 り・結局実質的運

賃 は公表 されてい る運賃 の7・%引 きと ういう大 幅な割 引を実現 して いた とい
(4ぢ

。 いずれにせ 槻 制緩和1ま汰 量 の貨物を持 って いて トラック運送業者 に強

咬 渉力 のある大手荷主企業 を有利1こした ことは明 らかであ る・ しか し全国1こ

散在す る中小 の荷主企業が同 じような恩恵を受 けたか は疑問である・ む しろ運

賃が 舳 化す ることによって荷主蝶 間の格差が拡大 して沖 小の荷主nカ ゴ

相対 的に不利 にな った ことは充分 に考 え られ る。

先 に述 べたよ うに,規 制緩和 は トラック輸送サ ー ビスのA:者 であ る荷主企

業 に大 きな臆 を与えた.こ の醐 に荷主企業 は・ トラ ック運送業者 間の激 し

い競争樋 じて,ト ラック運賃 の下落 によ り物流 コス トの削減が可能 とな り・

さ らに輸送サ ー ビスの質 の改善 によ って物流合理化 を推進す ることがで きた。

荷主企業 にとって は,規 制時代 の競争 のないぬ るま湯状態の もとで滴 い運賃

と劣悪 なサー ビスに我慢 す る時代 は完全 に過去の もの とな った・規制緩和 の こ
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の時 期 は荷主 蝶 が 仁 シア テ ィ ブを励
,市 場 に参入 した多 くの トラ ック運

送業 者 を瓶 に競争 させ る ことに よ って
,よ り安 し・質 の良 い輸 送 サ ー ビス鵬

入 す るこ とが で き るよ うにな った。

この た め規 制緩 和 は繍 全体 に対 して大 きな経 済 的 効 果 醗 揮 した と考
え ら

れ て い る・ そ こで・ 規制 緩 和 の繍 的効 果 に関 す る マ 知 的 な分 析 が試
み られ

て い る・ウ イ ンス トン(Cliff・rdWinst・n)ら は
,鉄 道 を含 め た陸 上輸 送 の規制 緩

和 に よ って荷 主企 業 や 消費 者 に どの程度 の繍 的効 果 を もた ら した のか
モ デノレ

を設 定 して推 計 を行 って い る・ その計 算結 果 醸3に 示 され て い る.こ れ によ

る と・ トラ ック輸 送 産 業 の 規 制緩 和 に よ って荷 主蝶 や 消 費 者 に年 間纐78

億1千 万 ドル の経 済 的効 果 を もた ら した と推 計 して い る
。

衷3ト ラック輸送産業の規制緩和の経済的効果

(単位:億 ドル,1977年 価格)
『

項
剛

トラ ック運 送業者

自家用 トラ ックの

トラ ック運送 業者

経済効果の合計
一

目

(資 料)WinstonetaL ,

Deregulation,p ,28.

警9習
30.3

8.2

78.1

TheEffectsofSurfaceFreight

この経済的効果 は3っ の分野 か ら発生 している
.ま ず第一に トラック運送業

者間 の競争鰍 化 して運賃 が低下 し・ これ によ って離 蝶 の運賃支纈 幟

少す ることによ って もた らされた繍 的効果で ある
.こ うした繍 的効果が年

間39億6千 万 ドル燵 す る・しか もウイ ンス トンらによれば
,こ の繍 的効果

の ほとん どはLTL輸 送 部門にお。ナる運賃低下 か ら生 じた ものであると
いう。

第二 に欄 緩和 は自家 用 トラックの帰 り荷輸送 を可能 にす ることによ
って,荷

主蝶 の 自家用輸送 の コス ト削減を もた らした
。この繍 的効果が年間3。 億3

千万 ドル に達 す る・ この経済 的効果 槻 模 が大 きい
.第 ヨ こ競争 が激 化 で ト

ラ ック運送業者のサー ビス改善が進 み,こ れが荷主企業 に経済的効果 を もた ら

した・ この輸送サ ゼ ス改善 の具体的な内容 は
,輸 送過程 の トラ ンジッ トタイ
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ムの削減 による輸送時間その ものの短縮力まもた らす繍 的効果であ る・ これが

年 間8億2千 万 ドル に な る と峨 この よ う1こトラ ック輸r`業 の規制 緩和 に

よ つて,ト ラック輸送サ ー ビスを利 用す る荷主企業や騨 な消費者 は・大 き

な経済的利益 を受 けた ことが広 く認識 されているので ある。

その意味で は トラ ック継 産業 の規制緩租 まア メ リカ経済全般 に一定程度 の

経済 的利益 を与 えた.し か し逆 の言 い方 をすれ ば・かって搬 の企 業が ト

ラ ック輸送産業 に対す 磁 格 な規制 によって失われて いた利益 を規制 が緩禾ロさ

れ ることに よ って,そ の本来 あ るべ き ものを取 り戻 した と考 え る ことがで き

る.い ずれ にせ よ,一 般 の企業 に とって トラック継 産業 の規制緩和 は繍 的

効果 の大 きな望 ま しい政策 と判断 されているのである。

第3章 規 制 緩 和 後 の トラ ック輸 送 産 業 の変 貌

8。年 自動輔 送事業者法 によ って トラック輸送産業の規制緩和 が正式 にス

ター トした。かつて35年 働 輔 送事業 者法 による規制 が トラ ック輸送 産業

のあ り方 を大 き く規定 していたよ うに,8・ 年 働 輔 送事業者法 による規制緩

和 はその後 の トラック輸送産業 の鰻 こ大 きな影響 を与 えていった・規制繍 口

によ って8。 年代 の以降 のア刈 力の トラック輸送 産業 は・かっての変化 の乏

しい静態的な存在 か ら渡 して渤 きの激 しい動態的な存在へ と大 き く変貌 し

た.そ こで本章で は,8・ 年代か ら9・年代初頭 にか けてアメ リカの トラック輸

送産業が いかに変貌 したのか,具 体的 な分析 を行な う。

1.小 規模零細業者 の新規参入

大方の予想通 り,8・ 年 自動韓 送事業者法後 に・ トラ ック継 産業へ大規模

参入 が生 じた.198・ 年代 はまさ しく堰 を切 ったよ うに トラック輸送市場 へ参入

が撒 ぎ,事 業者数が急増 したのであ る.図3は8・ 年代 におけるICCの 営業

免許 を持つ トラ ック運送業者数 の動 向が示 されて いる・7・年代 の トラック運送

業者数 は緩 やかな増加傾向 にあったが,81年 以 降ICCの 営業免許を取得す る

事業者 は急激 に増加 してい る.ICCの 営業免許を持 つ トラック運送業者数 は
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図3ト ラ ック運送 業者数 の推移(1978 -1989年)

(資料)

/〆!雫

1978年 の 時 点 で 約1万7
,… 古 あ った が,89年 に は約3万9

,。。。1こ達 した.事

業 者 数 は11年 間 で2 .3倍 に増 加 した ので あ る。

この よ うなICCの 営 業 免許 を持 つ トラ
ック運送 業 者 の急 激 な増加 は,小 規

模 零 細 事 業 者 が ほ とん ど砧 め て い た
.ICCは 州i・ 送 に従 事 して い る ト

ラ ック運送 業 者 を年 間 の売 上 高 によ って
,ク ラス1,ク ラスH,ク ラス皿 の3

つ に分 類 して い る・ こ う した3っ の纐 の基 準 は8・ 年 自動 韓 送 事業 者 法 の

成 立 を境 に変 更 され て お り・81年 以 降 ク ラス 皿が年 間売 嫡1・ ・万 ドル繍
,

ク ラスIIが100万 ドル～5・・万 ドル
・ク ラス皿 が5・ ・万 ドル以上 とな って い る

。
上 掲 図3に は ク ラ珊 の事業 者 数 が示 されて し、るがβ1靱 降 を み る と全体

の

事 業 者 数 の増 加 が ク ラ珊 に よ って ほ とん ど占め られ て い る こ とが わ か る
.ノ」、

規模 零 纏 業 者 で あ る ク ラ珊 は・81年 の約1万9,… 事 業 者 か ら89年 に約

3万7・ooo事 業 者 へ・ この間 に2倍1こ 増加 して 鳳 ク ラスmこ 分 類 され るノJ、

規模零細 トラ ック運 送業者 は・89年 の時点 で事業者全体 の94%砧 めて いた

のである・競争が激 しくなるなかで
・後 で詳 しく述 べ るよ うに,ト ラック輸送

産業 で は倒産 す る事業者 が続出 した・ しか しこのクラ珊 に分類 され る トラッ
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ク運送業者 は漸 規参入の事業者数 が倒産 によって市場 か ら腿 を余働 くさ

れ る事業者数 を大幅 に上回 ったのである。

槻 模零樽 業者 の クラス皿は,そ の ほとん ど大紛 が トラックの貸切輸送

を行 うTL(truckl。ad)運 送業者 であ った・ この貸切 トラ ック輸送 は・基本的

に1台 の トラ ックに一 荷 主 企業 の貨物 を積載 して溌 地 か ら着地 ヘ ドア'

ッー.ド ア(d。 。rt。d。・r)輸 送す る形態 を とって いる・ これは広範 なネ ッ ト

ワークを必要 とす るLTL運 送業者 の混繍 送 システムとは異 な り趣 めて単

純 なr」 形態 である.こ のために最低戦 の トラックが あれば事業開始 祠 能

であ り,T嘲 送市場 は規制 が緩和 されれ1噺 規参入が容易姉 場で あった・

従 って,規 制緩和後 に単純 な輸送形態でタ際 継 を行 うTLS送 業者 が急胤
(45)

た ので あ るO

ク ラ ス皿 に分 類 さ れ る小 規 模 零 細TL運 送 業 者 の急 増 は,オ ー ナ ー ・オペ

レー ター とプ ライベ ー ト ・キ ャ リアの トラ ック輸 送 市 場 へ の参 入 と密 接 に関係

して い る.オ ーナ ー オペ レー ター は個 人業 者 の こ とで あ り・ トラ ックを所 有

して い る事業 者 みず か らが運 転 して輸 送 サ ー ビス を提 供 す る。 オ ーナ ー ・オペ

レー ター は原 則 と して1人 で1台 の トラ ック を運 行 す るが・ こ う した事 業 者 が

オ_ナ_.オ ペ レー ター全 体 の8割 を 占 あて お り・残 りの2割 の オ ーナ ー'オ

ペ レ ター は他 の ドライバ ー を雇 って 複 数 の車 両 を運 行 して い る と い わ れ て い

砦論 サ ー ・オペ レー ターは,規 制緩禾日以前 に轍 物 な ど離 物の規制除外

(exempt)貨 物 の継 に従 事 して し・た.こ う し慣 物 の輸送 はICCの:-rを 受

けず に 舳 に輸送 す る ことが で きたカa,そ れ以 外 の一 般 の貨物 を輸 送 す るに1ま

ICCの 営 業免 許 の取 得 が必要 で あ った。80年 自動 車 運送 事 業 者法 に よ って一

般運 送 業 の営 業免 許 が比 較 的容 易 に与 え られ る よ うに な って・従 来 規制 商 品 の

輸 送 か ら除 外 され て いた か ナ ー ・オ ペ レー ターが・ 搬 の州 際 トラ ック輸 送

市場 噺 鯵 入 して い った.ア メ リカの場 合・ 躰 の よ うに事 業者 が営業 免 許

取 得 に あた って最 低 保 有 しな けれ1まな らな い トラ ック台数 の規 制(最 低輌 台数

制)が な いた め に,ト ラ ック1台 を運 行 す る オー ナ ー オペ レー ターで も〆 定 の

基 準 を満 たせ ばar一 の運 送 業 の営業 免 許 を取 得 す る ことがで きる・ いず れ にせ
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よ一 台 とい 撮 低規模 の個人業者が1wの トラ
ック輸送市場 に参入 したので

ある。

さらに従来 自家用輸送 に従事 していたプライベー ト ・キ ャ リア も
,規 制緩和

で トラ ック運送業 の免許取得が可能 にな り
,一 般 の州際 トラック輸送市場 への

新規参入 を果 た した・ プライベー ト・キ ャ リアは規制緩 禾・以前 には自家騰 送

の"/荷 として他人 の貨物 を輸送 す ること襟 じられていたが
,8・ 鞘 動韓

送事業 者法 によ って帰 り荷 の営業行為 が可能 とな った。 こ う して プライベ_

ト'キ ャ リアが営業免許 を取得 してい ったのである
。

規制緩和後 の8・ 年代 の変 化 に湘 す ると
,ま ず トラ ック輸送産業 にお ける

新規参入 の多 さに目傭 われ る・ しか しyこ の新鯵 入 の鰍 な増加 は トラ.

ク輸送産業以外の他 の産業 か ら全 く新 しく参入 し堵 だ けでな く
,む しろ,従

来 トラ ック輸送業務 に従乳 ていたが欄 の もとで は一般の トラ
ック運送 の営

業が認 め られ なか った事業 者・す なわ ち適用除外 のか ナー ・オペ レー ターや

自家用輸送 の プライベ ー ト・キ ャ リアが多 く含 まれていたので(47)
。

以上 のよ うに・ クラスmこ 分類 され るTL運 送業者の積極的な市場
へ の参入

は規制緩和 当初 か ら予想 されて いたが
}実 際 に8・ 年代 樋 じてTL運 送業 者

の旺盛 で継続的鯵 入が行 われたのであ る
.い うまで もな くこれによ って州際

の トラック輸送市場 における競争圧力が ますます強 ま
って いった。

2.寡 占化 の進 行

小 規 模零 細 な ク ラ珊 の トラ ック運 送 業者 の急 激 な増 加 と対照 的 に｠｠規 模

な ク ラス 皿お よ び大 規 模 な ク ラス1の トラ
ッ ク運 送 業 者 は8・ 年 代 に慣 して

減少 して い った・図4に 示 され て い るよ う1こ詩 に ク ラスHの 事 業 者数 は81年

の2,293か ら89年 に1 ,189へ と この間 に ほぼ 半減 した。 これ に対 して ク ラス

1の 事 業者 数 は81年 の1 ,031か ら89年 の886と な り,減 少 が著 しか った ク ラ

ス皿ほどではないが,こ こで も事業者数 の減少が生6兜 。

ク ラス 皿の トラ ック運 送 業 者 が ほ とん どLT運 送 業者 で あ
った が,逆 に ク ラ

ス1お よび ク ラス ∬ はLTL運 送 業 者 が多 く含 まれ て し・た
.LTL運 送 業 は,
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図4中 ・大規模 トラ ック業者数 の動 向(1978-1989年)

声
＼ 量 一唱

、～
廿 一一暑 一… ■

(資料)前 図に同じ。

不特定 多数 の少量 の貨 物 を混 載 し積合 せす る輸送形態 を もち藻 配'幹 繍

送 ・トラックター ミナルでの仕分 け作業 を有機的 に結合 させ る輸送 ネ ッ トワー

クを必要 とす る.こ の ため比較的広域 にわた って トラックター ミナルを配 置

し,こ の ター ミナル間 に数多 くの トラ ックを運行 させ るために・LTL運 送業

者 の経営規模 はTL運 送業者 砒 べて大規模 な もの とな る・ もちろん貸切輸送

の形態 を とるTL運 送業者 もLTL運 送業者 と肩 を並べ る大規模な業者 も含 ま

れ るが,一 般的 にはTL運 送業者 は小規模零細 な事業規模 に特徴 があ る。従 っ

てICCの 分類 によるクラスIIお よび クラス皿の事業者数 は,事 業規模 の大 き
く　 　

なLTL運 送業者 の動 向を反映 した もの と考えてよい。

80年 代 にお けるLTL輸 送市場 で は規制緩 和 によ って市場へ の参入 が容易

にな ったに もかかわ らず,新 規参入が ほとん ど発生 しなか った。実際に,80年

代 におけるLTL運 送業者の新鯵 入1まLeasewayと い う トラ ック運送業者1

社 のみであ り,そ れ以外 は参入者がなか ったのであ る・逆 に・LTL輸 送市場

で は,規 制緩和後の事業者間 の競争 の激化 によ って倒産 に追 い込 まれ る トラッ
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ク運送業都 増加 した・ さ らに縮 不振 によ
って他 の蝶 に合併 吸収 され る事

業者 も増加 した・ちなみに・LTL輸 送市場1こ唯噺 規参入 を果 た したLease 、

wayも 数年後に多額の赤字を抱えて市場からの腿 を織 なく
されて認 。

ところで参槻 制 が緩 和 されたに もかかわ らず
,LTL送 業者の新鯵 入

が ほとん どな くrに 事業者が大巾笛に減少 した事実 を注 目す る腰 が ある
.た

だ しLTL輸 送市場で事業者噺 鯵 入力弍ほとん ど生 じな くとも
それは市

場規模が縮小 し市場 での競争 鰯 ま ったこと臆 味す るもので はない
.規 鞭

和後 の状況 のなかで既存のLTL運 送業者 は積極的 な経営 耀 開 しな ければ倒

産 に追 い込 まれて しまうため・従来の営業路線 をより広範 な地域 に拡大 して経

営規模 の拡大 をはか ってい った・従 って冷 体 のLTL運 送業者数 は減少 した

ものの・地域的 にみ ると各 々のLT礪 送業者が相互 に輸送 ネ
ッ トワークを拡

大 したたため・地域で営業,_r開 す る事業者数 は逆1こ増加 した
.そ して繰 的

にLTL運 送業者間の相互 の競争 は一層激 しくな
ったので(51)。

規制緩和後 のアメ リカの トラック輸送産業 の変 貌で特 に注 目 しなければな ら

ない点 は・LTL輸 送市場 で寡 占化 力§著 しく進行 した ことである
._方 でTL

輸送市場 には新規参入者 が急増 し,ま す ます零細業者が林立 す る 「原子 的」 な

状態が形成 され たのであるが・ これ と全 く対照 的にLTL送 市場 では事業者

数幟 少 して少数 の大手事業者 の市場 占有率が拡大 したのであ る
.実 際 に規制

緩和後 どの程度寡 占化が進行 したのかを分析 してみよ う
。

アメ リカにおける トラ ック輸送産業 の資料 に関 して は制約 があ り
,LTL輸

送市場 の全体的 な規模を把握す ることが困難である
.そ こで ここで はLTL運

送業者 を詳細 に分析 した ラコワスキー(JamesP .Rak・wski)の 研究成果 に基 づ

いて分析 を働 る・ ここで は資料 の入手可能 な中堅か ら上位 のLTL者
の売

上 高の統計 を利用 す る・表4はLTL運 送業者 の売上高上位5・ 社 の市場 占有

率 を1979年 と92年 で比較 した ものであ る.こ れ によると,上 位5。 社 に占める

上位3社 の害恰 は79年 において25 ・7%で あ ったが,こ れが13年 後 の92年1こ

は41.0%に 増加 している。 さ らに上位5社
,上 位10社 の市場 占有率 はいずれ

も増加 して いるが・79年 と92年 の市場 占有率 の増減率を比較 す ると上位3社
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表4LTL運 送業者 上位5・ 社 に 占める階層男+1シェア(1979'92年)(単位
:%)

i上位50社 売 上高 に占め るシ ェア

増減率
売上高別 ランク

79年 92年
藺

上位3社 25.74 41.02 59.3fi

上位5社 36.03 51.90 44.05

上位10社 49.55 ss.37 33.95

11位 ～20位 19.89 15.46
一18 .16

21位 ～30位 13.80 8.83
一36 .01

31位 ～40位 10.09 s.so
一44 .50

41位 ～50位 7.s7 3.74
一51 .24

(資 料)Rak。w,ki,"The・ ・ntinuing・t・u・to・alt・an・f・ ・m・ti・n・ftheU.S.

less-than-t,u、kl。 。dm・t・ ・carri・rindu・t・ ジT・ αη・姻 ・伽 ノ・urnalVol.

34,No.Ip.8.

の増 加 率 が最 も高 い。 この ことか ら,80年 代 か ら90年 代 初 頭 にか けて の この

時 期 に特 に上 位3社 の市 場 占有 率 が急 速}こ高 ま った ことがわ か る・ これ に対 し

て 上 位1。 位 以 外 の 階層 はそ れ ぞ れ の市 場 占解 力ま92年 に は79年 に比 べ て減

少 して い る。

別 の 視 点 か ら比 較 して み よ う。79年 の売 上 高 ラ ン ク1位 の企 業Roadway

Expressの 売 上 高 は1・ 億9,8・ ・万 ドル で あ り・ これ に対 して 第50位 の 企 業

MotorFreightExpressの 売 上高 は7,570万 ドル で あ った。両 者 の売上 高 の格

差 を 比 較 す る と14.5対1に な る.こ れ}こ 対 して・92年 で は売 上 高1位 の

YellowFreightSystemの 売上 高 が22億3,900万 ドルで あ り,第50位 の

FredricksonMtrExpressの 売 上 高 が4,880億 ドルで あ った。92年 の第1位

と第5。 位 の売 上 離 比 較 す る と45.9対11こ な る・ 明 らか に上 位50位 の企 業

の トップ と最 下 位 との格差 が この 間 に大 幅 に拡 大 して い る。 この こ とか らも上
(52)

位 企 業 の へ の集 中 が進 ん だ ことが うか が え る。

表5に はLTL輸 送 市 場 にお け る売 上 高 上 位10位 企 業 が 示 され て い る。 こ

の表 か らい くつ か の ことがわ か る。 まず 売上 高 が断 然多 いの が,YellowFre-

fightSystem,R・adwayExpress,CFM・t・rFreightの 上位3企 業 で あ る・ こ

れ らの3企 業 はいず れ も年 間 の売 上高 が20億 ドルを越 えて お り}4位 以下 の企
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表5LTL運 送業者上位10杜 の売上高(1992年)

92年売上
高 順 位 企 業 名 売 上 高

百万 ドル
79年売上

高 順 位

1 YellowFreightSystem 2,239 3
2 RoadwayExpress 2,156 1
3 CFMotorFreight 2,08Q 2
4 OverniceTrans . $?3 12
5 ABFFreightSytem 843 13
6 Con--WayTrans.Serv . 509 NA
7 CaroninaFreight

X93 15
8 PrestonTruckingCo . 408 21
9 TNTHollandMtrEx 347 65
Zo WatkinsMotorLines 327 44

(資料)表4に 同 じ。

業 に大 きな催 をっ けて い る・ しか もこれ らの3蝶 の売 上 高 はお互 い に肉迫

して お り・79年 と比較 して順位 こそ変動 して し、るが3企 業 と もに依然 と し
て3

位 内 に留 ま って い る・ ア 刈 力のLTL送 市 場 で は この よ うに上位3位
の企

業 が強 固 な地 位 を築 いて い るので あ る
。

さ らに表5か らうか が え る点 は
・一 方 で上 位3位 の蝶 の寡 占化 が_層 強 イヒ

され た とと もに池 方 で中堅 のLTL送 業 者 が急 激 な蝶 成 長 を遂 げ
て い る

ことで あ る・ 例 え ば ・verniteTrans
・1ま79年 の12位 か ら4位 に醗 し洞 じ

くABFFreightSystemも13位 力・ら5位 耀 り出 た
.さ らに79年 に65位 で

あ ったTNTH・11andMtrExは9位 に躍進 して
,こ の 間 の売 上 高 は約6倍 と

纈 的 な伸 びを見 せ たの で あ る・ この よ う1こ鮎 体 制 が 強化 され るなか で
,ま

さに生 き馬 の 目を抜 くよ うな企 業成 長 が実現 され て い
った点 も朗 す る腰 が

あ る・ 後 で述 べ るよ うに・ その反 面 と して市場 力・ら大 量 の退 出者 が発 生 した
こ

と も同時 に把握 す る必要 が あ る。

LTL輸 送 市 場 にお け る鮎 化 の進 行 と と もに
,g・ 年代 にお いてLTL運 送

業者 の持 株 会社 に よ る グル ー プ化 縫 展 した
.持 株 会社 別 にLTL送 業 者 を

分 類 した のが表6で あ る・持 株 会社 に よ るLTL運 送 業 者 の企 業 集 団 は
,R。ad-

way,Yellow,C・ns・lidated ,Car・rina,TNT,そ してCentraの6っ の グル ー プ
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が存 在 す る.例 え ばR・adwayServiceグ ノレー プで あ るが・ この グル ー プ全 体

の 売 上 高 は28億7,900万 ドル で あ り,全 米 で最 大 の売 上 規 模 を誇 る。Road一

表6LTL運 送業者のグループ企業(1992年)
1

持 株 会 社 名 傘 下 企 業 名
売 上n
(百万 ドル)

順 位

RoadwayService 一 一

2,879
一皿 　

2,15s

268

98

108

19

230

　 一 一

2

14

34

33

is

RoadwayExpress

VikingFreightSystem

SpartanExpress

RobertsExpress

CentralFreightLines

ColesExpress
青

YellowCorporation
　 一 一 一}

2,820
一 一 一

一 一 一

}
_}

YellowFreightSystem

PrestonCorpration

2,239

581

1

8.9

ConsolidatedFreight-

ways
2,688 3

-一
㎝一

z,oso

fiO9

6
一 一 一 皿

CFMotorFreight

Con-WayTransportation

Services

CarorinaFreightCorp
___一 一 一 一 一

__一 一 一 　 一
_一 一 一 一

746 7

___一 一 一 一 一 一

32

}一}-

593

110

43

　 一 一

CarolinaFreightCarriers

GITrucking

RedArrowFreightLines

TNTFreightways
?31

一 一 一 一 皿
__一 一 一 一 　

　-

TNTHollandMotorExpress

TNTRedStarExpress

TNTReddaway'sTruckLine

TNTBestwayTransportation

TNTDuganTruckLines

TNTUnitedTruckLines

347

176

77

71

31

29

9

21

3s

40

Centra,Inc.
448

一 一 皿

}一 一 一一

320

12$

11

28

}一 一

CentralTransport

CentralCartage
「一

(資 料)表4に 同 じ。p.11.



108商 経 論 叢 第33巻 第1号

0241)

wayExp「essを 中核 蝶(フ ラッグシ
ップ ・キャ リアー)と して6っ のLTL運

送業 者 を グル ー プ化 して い る・R・adwayExpress自 体 は全 米 で 第2位
の売 上

離 誇 るLTL運 送 業 者 で あ 硫 それ以 外 。こも5っ の企 業 が グ
ル ー プ化 され

てお り・その うち4っ の蝶 が上 位5・ 以 内1こ ラ ンキ ン グされ
て い る.こ れ らの

会 社 は淀 の地域 囎 送 ネ ッ トワー クを持 っLTL運 送 緒 で あ る
.財 的1こ

は売 上 高14位 のVikingFreightSystemは 醐 岸 繊 が 中心
で,売 塙34

位 のSpartanExpress帥 部 ・南 東 部地 域 に' .Fする蝶 で あ る
.さ らに売

塙16位 のR・bertsExpressl塒 急 便 な どの轍 な蝋 輸 送 を行 う業 者
で あ

る・ ま た涜 上 高16位 のCentralFreightLinesは テ キサ ス州 で最 大
の州 際L

TL運 送 業 者 で あ る・ また ニ ユ ーイ ング ラ ン ド州 を鶴 とす るC
。lesExpress

と い う働 て規 模 の小 さなLTL運 送 業 都 含 まれ て い る
.こ の よ うに あ る程

度地 域 頒 が な され てお り・ これ に よ って全 国 的 な輸 送 ネ ッ トワー クが形 成 さ

れ て い るの で あ る。

ま た ア 刈 力 でR;,+て 特 異 な存 在 力掩 米 のLTL運 送 業 者 集 団
で 第5位 の

TNTF「eightwaysで あ る
・ この グ ノレー プ全 体 の売 塙 は7億3

,1。。万 ドノレ

で ・ 上 位 の3集 団 と は大 き な格 差 が あ る
.先 の 表5で 見 た よ う にTNTH。1-

landMoto「Expressの 急 激 な成 長 に 見 られ る よ う に
,グ ル ー プ全 体 も急 成 長

を遂 げ て い る・しか し・な に よ り も特 徴 的 な こ と は
,こ の 鰍 会 社TNTFreight-

waysが オ ー ス ト ラ リア の 運 送 会 社TNTの ア メ リ槻 地 法 人
で あ る こ と で あ

る・ す な わ ち・ 掴 資 本 が 持 株 会 社 鞭
ってLTL運 送 業 都 グ ル ー プ化 して

い る の で あ る・TNTFreightwaysは
,H・llandM・t。rExpress ,RedStar

Exp「ess,Reddaway'sTruckline
,BeltwayTransp・rtati。nな ど 畝 々 と買

収 し・ それぞれの社名繊 しその冠 にTNTの 名 鮒 して認
。

この ように持株会社 によるLTL運 送業者の グル0プ 化が進んで いるが こ

うした トラック輸送 産業 における企業集団の形成 ・拡大 は
,規 制緩和 によって

業者間の競争轍 化 するな薦 輸送 ネ ッ トワークを拡大 するための蝶 行動

と して理解 で きる・LTL送 業者 にお ける競勒 の源泉 は諭 送 ネ
ッ トワー

クの大 きさにあ る・輸送 ネ ッ トワーク砿 けれ1鉱 いほど荷主蝶
の輸送_
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ズ に対 応 す る こ とが で き,そ れ に よ る貨 物 の集積 は結果 的 に輸送 コス トの削減

効 果 を もって い る.従 って,多 くのLTL運 送 業 者1ま規 制 緩和 後 嚥 しい競 争

に打 猫 つ ため に,独 自の輸 送 ネ ッ トワ ー クを拡 大 す るイ ンセ ンテ ィブが強 く

働 い た ので あ る.し か しなが ら,LTL運 送 業 者 撮 初 か 弾 独 で独 自の輸 送

ネ ッ トワー クを拡 大 して い くこ とは多 くの困 難 を伴 う。 そ こで ア メ リカで は,

最 もポ ピュ ラーで あ る持 株会 社 に よ って地 域 の運 送 業者 を 買収 す る方法 が採 用

された.こ う して大 規模 なLTL運 送 業者 に よ るネ ッ トワー クの拡 大 が実 現 さ

れ て い った の で あ る。

以 上 の よ うに持 株 会 社 に よ る グル ープ化 が進 展 して お り・LT噂 送 市 場 の

鮎 化 は顛 的 にか な り進 ん で い る.こ の こ とは規 制緩 和 後 のLTL輸 送市 場

の一 っ の大 きな特 徴 で あ るが,こ の点 に関 して は同 じよ うに規制 緩 和 され た ア

メ リカの航 空業 と共 通 して い る.ト ラ ック輸 送 産業 よ り も一 足 早 くな おか っ徹

底 的 な規制 緩 和 に踏 み切 った航 空業 は,g・ 年 代 に お いて さ らに寡 占化 が進 展 し

た。 ア メ リカ の航 空 業 界 の 上 位8社 の市 場 占有 率 は,規 制 緩 和 以 前 に は80～

82%で あ った が,90年 には92%s91年 後半 に は95%に 達 した。 航 空 業 界 は ト

ラ ック輸 送 産業 のLTL輸 送 市場 よ り も一 段 と高 い レベ ルの寡 占化 が進 行 した

ので あ る.こ の ことか らも 規 制 緩 和 は一 方 で寡 占化 を促 進 させ る こ とを経 験
(54)

的 に教 え て い るの で あ る。

しか しなが ら,ト ラ ック輸送 産 業 のLTL輸 送 市 場 と航 空 業 の展 開 で決 定 的

に異 な る点 が存 在 して い る。 航 空 業 で は規制 緩 和 に よ って 新規 参 入 が相 次 いで

発 生 して参 入 ラ ッ シ ュが 生 じる と と もに,そ の ほ とん どカa倒産 か 合 併 吸 収 に

よ って市 場 か ら退 出 して い った.デ ンプ シー}こよれ ば・1978年 の航空 業 の規制

緩和後 じつ に176の 新 たな航空会社カゴ誕生 したが・ 禰 後 それ までの航空会社

と合 せて2・・件以上 が倒産 し5・件 以上 の合併 が生 じた・ ところが トラック輸

送産業 のLTL輸 送市場 では規制緩和後 に新規参入 がほ とん ど生 じていな い。

1騰 百億 円 もす る航空業 に新規参入者力ま殺到 し・ それよ りははるか に安 ㌔噺

規投 資ですむLTL運 送業 にほとん ど新規参入が生 じなか った ことは実 に興味

に深 い点 であ る。 おそ らく収益性 などさまざまな点 を考慮 に入れなければな ら



110商 経 論 叢 第33巻 第1号

0239)

な いで あ ろ う力槻 段 階 で少 な くと もいえ る こ とは
,LTL運 送 業 者 の もつ輸

送 の ネ ッ トワー ク性 姻 有 の参 入 騨 を形成 して し・た もの と考 え られ
る.い ず

れ にせ よ規 制 緩 和後 噺 鯵 入 が生 じな い まま に寡 占化 縫 行 し
た こと力斗 ト

ラ ック輸送 産 業 にお け るLTL輸 送 市場 の最 大 の特 徴
で あ った.___.般 に規 綴

和 は参 入 欄 を勧 てg参 入 を容 易}こす る ことが前提 とな る侃T
L輸 送

市 場 に関 して いえ ば実 質 的 にそ の前提 は有 効 に作用 しなか
った の で あ る。

さ らに儲 しな けれ ば な らな い点1ま
・LTL輸 送 市 場 にお いて 「規模 の経 済

性」 が強 く働 いて い る ことで あ る
・ 朧 吐緩 和後 は 「獺 の繍 性」 が強 く作用

した繰LTL輸 送 市 場 にお いて寡 占化 力1強ま
った と考 え られ るの で あ る

。
そ こで イ ング(J・hnS ,Ying)は ・規制 緩 和 以 前 と錦 緩 和後 のLTL運 送業 者

の費用 儲 を分 析 した・そ の....wと して,ま ず 図5}こ8・ 年 に お け るLTL運 送

業 者 の費 騰 造 が示 され て い る・ これ に よ る と8・ 年 で は215百 万 トンマ イ ノレ

の輸 送 規 模 が トンマ イル 当 た り22セ ン トで最 ノ1・と な り
,こ の輸 送x力 劇 、

の効 率 規模 で あ った・ この輸 送規 模 のLTL運 送 業 者 は45・ 社 を越 え て い た
。

図5LTL運 送業者のコス ト構造(1980年)
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この規模 を越 えて 輸送 量 が増 加 す る と輸 送 コス トは逓増 す る・ イ ングに よれ ば

規 制 緩 和 以 前 の75年 の 費 用 構 造 も この80年 の特 徴 と ほ ぼ同 じで あ った と い

う0

しか し,規 制 緩 和後 の84年 に な る と,LTL運 送業 者 の費 用 構造 は大 き く変

化 して い る.図6に 示 されて い るよ うに諭 送 トン ・マ イルが大 きい ほ ど輸 送

コス トが逓 減 す るカ ー ブが描 か れ るよ うにな って い る。 こ こで最 も輸 送 コス ト

が低 か った の は,65億 トンマ イ ル の輸 送 規模 を持 っConsolidatedFreight-

waysで あ った.こ の こ とか ら明 らか な よ うに規 制緩 和 後 のLTL輸 送 市 場1こ

は,輸 送 量 が大 きい ほど輸 送 コス トが低 下 す る 「規模 の経 済性 」 が作 用 して い

たの で あ る。 同時 に輸 送 ネ ッ トワ ー クが 広 けれ ば広 い ほ ど取 扱 量 が拡 大 す るた

め に,輸 送 ネ ッ トワー クの広 さが,「 規 模 の経 済 性 」を もた ら して い る こ とにな

讐1

以 上 の よ うに,80年 代 の経 験 か らさ らに は詳 細 な財 務 デ ー タか らの分 析 か ら

も,LTL輸 送 市 場 にお け る 「規 模 の経 済 性 」 の存 在 が 明 らか にな って い る。

図6LTL運 送業者の コス ト構造(1984年)
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規制緩和後 はLTL運 送業者 に とって事業規模 が大 きければ大 きいほど
,換 言

すれ ば輸送 ネ ッ トワー クが広 ければ広 い ほど,競 争優位 な状態 が形 成 されて

いったのである。 もともと一定 の事業規模お よび輸送 ネ
ッ トワー クが必要 な輸

送 分野 では,規 制緩和を行 って も新規参入 が期待で きない し
,逆 に規制緩和 は

騨 の繍 性」を新たに作用させて酷 果的に鮎 化を囎 進展させたのであ
る 。

3.生 産 性 の動 向

規 制 緩 和 によ る競争 の激 化 は,結 果 的 に トラ ッ ク輸 送 産 業 にお け る生産 性 の

上 昇 を もた らす もの と期 待 され た・ ここで問題1こな るの は
,ト ラ ック輸 送 産 業

全 体 と して生 産 性 が上昇 して・ それ が結果 的 に経 済全 般 に貢献 した か とい う点

で あ る。

規 制緩 和 の影 響 と して生 産 性 の上 昇 に関 す る分 析 が試 み られ て い る
。 先 ほ ど

の イ ングは,規 制緩 和 後 の トラ ック運送 業 者 の コス ト削 減 の状 態 を明 らか にす

るた め に,1975年 ～84年 の10年 間 にわ た る トラ ック運 送 業 者 の財務 諸 表 を利

用 して た シュ ミレー シ ョンを行 った。 これ は継 続 的 に資 料 の入 手 可 能 な ク ラス

1お よ び クラ ス1【のLTL運 送 業 者61社 が選 ばれ て分 析 の対 象 とな
って い る。

イ ングの シ ュ ミレー シ ョ ンに よれ ば,規 制 緩 和 以 前 と比 較 して80年 に は1%の

コス ト上 昇 が あ った もの の,そ の後 コス ト削 減 が行 わ れ84年 ま で に16 .5%の

コ ス ト削減 が行 わ れ た とい う
。 イ ングに よれ ば,こ う した コ ス ト削減 を もた ら

した要 因 と して規 制 緩 和後 に トラ ック運送 業 者 が帰 り荷 の確保 に努 あ た こと
,

さ らに輸 送 効 率 の良 い ル ー トを選 択 した こ と,そ の他 の コス トを削 減 す る手 法

を導入 した点を指摘 して認 。

また ア メ リカ運 輸省 によ る分 析 に よれ ば,ト ラ ック輸 送 産業 にお け る生 産 性

の上昇 はX973年 一一79年 に平 均 して3 .2%で あ ったが,規 制緩 和 後 の1980年 一

90年 に は平 均 で3.7%で あ った。 規 制 緩 和以 後 は0.5ポ イ ン トの生 産 性 の上 昇

が認 め られ る と して い る・確 か に トラ ック輸 送 産 業 の生 産性 の上 昇 は規 制緩 和

以 前 と比 較 す る と上 昇 して い るが,規 制 緩和 以 前 で も生 産 性 の上昇 は見 られ た
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のであ り,規 制緩和後 の数値 もさほど顕著 な上昇 は見せて いない。 しか しいず

れにせ よ規制緩和 によ る競争 の激化 は,ト ラック運送業者 に コス トの削減 のた

めの努力を強制 し,こ れによって トラック輸送産業 における生産性 の上昇が も
(59)

た らされ た とい う。

しか しな が ら,逆 に トラ ック輸送 産 業 にお け る生 産性 の上 昇 に否 定 的 な見 解

もあ る。 ワ リン グ(DabneyT.Waring)は,輸 送機 関 の貨 物 輸送 実 績(ト ン ・マ

イル)を そ の産 業 の雇 用者 数 で割 って 輸 送産 業 の生 産 性 を明 らか に して い る。

図7に 示 され て い る よ うに,ア メ リカに お け る鉄 道 と トラ ック輸 送 産 業 で は規

制緩 和 後 の生 産 性 上 昇 に大 き な格 差 が生 じて い る。 鉄 道 は トラ ック輸 送 産 業 と

同 じく80年 に規 制緩 和 され た が,80年 代 に鉄 道 の労 働 生 産性 は急 激 な上 昇 を

見 せ て い る。 鉄 道 の場 合規 制 緩 和 に よ って市場 か らの退 出 の 自由 が与 え られ た

ため に,地 方 の不 採算 路 線 か らの撤 退 が大 幅 に進 み,こ れ が鉄 道 にお け る生産

図7ト ラ ック ・鉄 道 の 生 産 性 比 較(1975-1992年)
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性 の上 昇 に大 き く貢献 した。 これ に対 して トラ ック輸 送 産 業 の労 働 生 産 性 は
,

70年 代 に わず か な が ら上 昇 傾 向 に あ るの に対 して
,80年 代 は ほ ぼ フ ラ ッ トな

状 態 で推 移 して い る。 この 図 で見 る限 り,鉄 道 と異 な り トラ ック輸 送 産 業 にお

ける生産性の顕著 な上昇 は見 られなか ったので認 。

トラック輸送 の特徴 と して新 しい技術 の導入 によ る生産性 の上昇が生 じに く

い点 を指摘す ることがで きる。基本 的に1人 の ドライバーによ って1台 の車両

を運転す ることは変 えよ うがな く,従 ってそれ以上 の省力化 は不可能で ある。

トラ ックの輸送効率 を上 げるとすれば1回 あた りの貨物輸送量 を増加 す ること

になるが・道路 の ダメー ジを防 ぐために車両総重量があ らか じめ規定 されてい

る。その他 には帰 り荷を確保 して空車運行をで きるだけ少 な くして
,実 車率(実

際に貨物を積載 して走行する割合)を 高 めて い くしか ない。以上 のよ うに基本的 に

トラック輸送産業 は労働生産性の上昇が しに くい特徴 を もっているのであ る
。

この点 でアメ リカの トラ ック輸送産業 も例外で はな い
。

確 か に規 制緩和 によ って競争 が激 しくな るなか で,ト ラ ック運送 業者 は ト

ラック運行 の効率性 を充分 に考慮 しなければな らな くな った
。 このため トラ ッ

ク運送業者 は帰 り荷 を確保 した り,効 率的な輸送 ルー トを選択 した りして,そ

れが結果的に生産性 を上昇 させ るよ うに作用 した もの と考え られ る
。 また先 に

見 たよ うにLTL輸 送市場 では 「規模 の経済性」が働 いてお り,大 規模 トラッ

ク運送業者の生産性の高 さを暗示す るもの とな ってい る。 しか しなが ら反面 に

おいて規制緩和 によ って中小零細規模 の新規参入者が殺到 し,一 部 に過剰 な輸

送能力 が形成 され ることによ り,個 々の トラック運送業者 の レベルでみ た場合

に逆 に帰 り荷 の確保 が困難 にな った り,相 次 ぐ破産等 によって市場が混乱 し効

率的 な輸送が妨 げ られる こと も生 じたのである。「規模 の経済性」を享受 で きる

トラック運送業者 はまさに広大 な ピラ ミッ ド構造 の トラ ック輸送産業 の頂点部

分 のほん の一握 りの企業で あ って,分 厚 い層 を構成 している大部分 の トラック

運送業者 は生産性 の上昇があま り期待 で きない中小零細業 の事業者であ った
。

従 って一部企業 においては生 き残 りのために コス ト削減が行 われて生産性 が

上昇 したのであ るが,ト ラック輸送産業全体 か らす るとこれを必ず しも肯定す
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る ことはで きない。む しろ否定的側面 も積極的 に考慮 に入 れな くてはな らない

で あろう。実際 に先 に見たイ ングの シュ ミレー ションで も比較的業績 の良 い上

位61社 の実績 を対象 と した もので あ って,当 然 トラ ック輸 送産 業全 体 を カ

バ ーす るものではない。 む しろ,ト ラック輸送産業 の性格 か らして生産性 の顕

著 な上昇 は見込 めないのであ り,し か も生産性上昇要因が抑制要因によ って相

殺 され ることも充分 に考え られ るのであ る。従 って規制緩和後 はむ しろ注 目す

るほどの生産性 の上昇 が生 じなか ったと考 えたほうが妥 当で ある。

4.業 態区分の流動化

規制緩和 の影響の一つ として,従 来規制 によって明確 に区分 されて きた州際

の トラ ック輸送市場の領域が曖昧 にな り流動化 して きた。 それまでは規制 によ

る厳格 な参入規制 に基づ いて,規 制 当局が人為的 に設定 した州際の トラック輸

送 の市 場区分が明確 に存在 していたが,規 制緩和後 は異業種か らの新規参入が

活発 にな ったり,さ らに既存 の トラック運送業者 が競争の激化 に対応 して多様

な輸送 サー ビスを提供す るよ うにな りt従 来 の州際の トラック輸送市場 の市場

区分が大 き く変容 した。

原則的な事業区分 をす れば,LTL運 送業者が取 り扱 う貨物 は荷主企業 が1

回 に出荷す る(ロ ット)単位が1万 ポ ン ド(4,536kg)以 下で あるのに対 して,T

L運 送業者 の取 り扱 う貨物 ロ ッ トは トラックの最 大積載量単位 とな っている。

・一方 のLTL運 送業者 は出荷単位が小 ロ ッ トの一般雑貨 を対象 と して,集 荷 ・

ター ミナルでの仕分 け ・幹線輸送 ・ター ミナルでの仕分 け ・配送 と一連の輸送

プロセスを経 て,複 数の荷主 の貨物 を混載 で輸送す る形態 を とってい る。他方

のTL運 送業者 は出荷単位 の大 きい貨物 を トラ ックに満載 して,直 接発荷主か

ら着荷主 に ドア ・ッー ・ドアの輸送を行 う形態 であ る。 こうして,規 制緩和以

前 にはあ る程度異 な った州際輸送 の トラック輸送 市場 を形成 してお り,TL運

送業者 は州際 のTLの 輸送市場で相互 に競争 し,LTL業 者 は州際のLTL輸

送市場で相互 に競争 してお り,両 者 に棲 み分 けが形成 されていたので ある。

ところが規制緩和後 の トラック輸送市場 では競争圧力が強 まると,こ うした
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従 来 の州 際 トラ ック輸送 市場 の境 界線 が曖 昧 とな って い った
。 例 えばTL輸 送

に特 化 して い た運 送 業 者 が,従 来LTL運 送 業 者 が取 り扱 って い た貨 物 の う

ち,比 較 的 ロ ッ トの大 きい荷主 企 業 の貨 物 をLTL運 送 業者 か ら奪 い取 るよ う

に な った。 逆 にLTL運 送 業 者 も地 域 間 の幹 線 輸 送 で 帰 り荷 を 確 保 す る た め

に,TL運 送 業 者 が従 来 取 り扱 って い た貨 物 を輸送 す るよ うにな
った。 この よ

うに従 来 に明確 に分 け られ て い た市 場 区分 が 曖昧 に な り融合 化 して
,よ り大 き

な州 際 の トラ ック輸送 市 場 が形 成 され て い った
。 そ こでTL運 送 業 者 とLTL

運 送 業 者 が相 互 に直接 競 争 す るよ うに な った ので あ る
。

と りわ けLTL部 門 の変 化 は大 きか った。 規 制 緩 和以 前 で は,TL部 門 とL

TL部 門 を相 対 比 較 す る と,TL部 門 はICCに よ る規 制 が さ ほ ど厳 格 で は な

く比 較 的競 争 的 で あ ったの に対 して,LTL部 門 で はICCに よ る厳 しい規 制

が 行 わ れ 一 段 と競 争 制 限 的 で あ っ た。 規 制 緩 和 後 は この よ うに競 争 制 限 的 で

あ ったLTL部 門 に大 きな変 化 が生 じた の で あ る
。 先 に も述 べ た よ うにLTL

運 送 業 者数 自体 は規 制緩 和 後 に減 少 したが,既 存 の個 々 のLTL運 送 業 者 は激

しい競 争 に生 き残 って い くため に積極 的 に みず か らの輸 送 ネ
ッ トワー クを拡 大

し,相 互 に他 のLTL運 送 業 者 の営 業 領 域 に進 出 す るよ うに な った。 そ の意 味

でLTL運 送 業 者 数 が減 少 した に もか か わ らず ,面 的 な広 が りに よ って さ らに

競 争 が 激 し くな ったので あ る。 それ だ けで な くLTL運 送 業 者 はTL部 門 へ の

進 出 は言 うに及 ばず,新 た に スモ ー ル ・パ ッケ ー一ジ(sma11package)
,パ ッケ ー

ジ ・エ クス プ レス(packageexpress)と 呼 ば れ る宅配 便 ビ ジネ スや
,さ らに航 空

貨物輸送 とい った新 たな事業領域 に積極的 に進 出 してい ったのでぢ蟹
。

他 方 で 異 業 種 か らLTL輸 送 市 場 へ の参 入 も活 発 に行 わ れ た
。 鉄 道 業 者,外

航 海 運 業 者 と い った トラ ック以 外 の運 送 業 者 が ,ト ラ ッ ク輸 送 と鉄 道,ト ラ ッ

ク輸 送 と外 航 海 運 を結 合 させ た複 合 輸 送(intermodaltransport)事 業 を 展 開 す

る た め に・ こ のLTL部 門 へ 進 出 して きた の で あ る
。 そ れ だ け で な く実 際 に 貨

物 を 運 ぶ 実 運 送 人 で は な く利 用 運 送 業 者 の積 極 的 な 事 業 展 開 も行 わ れ た
。 サ ー

ド'パ ー テ ィ(thiard-party)と 呼 ば れ る
,フ レイ ト ・コ ン ソ リデ ー タ ー(freight

consolidater)sフ ォ ワ ー ダ ー(forwarder)
,ブ ロ ー カ ー(broker)と い っ た利 用 運
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送業者 もまた,こ の時期 に実運送人 である トラ ック運送業者 を組織化 して,L
(sz)

TL輸 送 市 場 で 積極 的 に事 業 を展 開 す るよ うにな ったの で あ る。

フ ォ ワー ダー は荷主 企 業 と トラ ック運 送 業 者 を仲 介 す る利 用運 送 業 の ビジネ

スを展 開 す るが,フ ォワー ダー 自身 も配 送 用 の車両 を運行 して輸送 行 為 を行 う

場 合 もあ る。 これ に対 して ブ ロー カー は同 じ く荷 主企 業 と トラ ック運 送 業者 の

仲 介 を専 門 とす るが,貨 物 の破 損 や紛 失 とい った輸送 途 上 の事 故 に関 して責 任

を負 わ な い とい った違 いが あ る。 特 に ブ ロー カ ー は規 制緩 和 後 に急 増 した。I

CCの 報 告 に よれ ば,ブmカ ーの業者 数 は1979年 に65に す ぎな か った が,
(63)

88年 に は6,280に 増 加 した とい う。 いず れ にせ よ,こ う したサ ー ドパ ー テ ィが

活 躍 す る よ うに な り,そ の結 果 従来 の小 ロ ッ トの貨 物 の輸 送分 野 は,LTL運

送 業 者 が行 う領 域 か ら,極 あて多 様 な事 業 者 が事 業 を繰 り広 げ る領 域 へ と変 化

して い ったの で あ る。

以 上 の よ うなLTL輸 送 分 野 に見 られ る規 制 緩和 後 の新 た な変化 は,そ の背

景 に荷 主 企 業 の物 流 ニ ー ズが存 在 して お り,そ れが 大 き く影響 を与 え て い た。

この 時 期 に企 業 戦 略 と して重 要 性 を帯 び て きた 物 流 シ ステ ムを改 善 す る た め

に,荷 主企 業 が求 め た もの は,鉄 道,ト ラ ック,航 空,海 運 とい った単 体 の輸

送 サ ー ビスで は な か った。 ア メ リカ の荷 主 企 業 は,ト ー タル ・イ ンテ グ レイ

ト ・ロ ジ ステ ィク ス(totalintegratedlogistics)指 向 を強 め てお りT在 庫 管理,

保 管機 能,荷 役機 能 の統合 だ けでな く,輸 送 時間 を短 縮 して荷 役 の合理 化 を図

る こ とので き る複 合輸 送 が ます ます 重要 とな って い ったの で あ る。 規制 緩 和後

の激 しい競争 に さ らされ た運 送業 者 は,こ う した需 要 サ イ ドの ニ ー ズを敏 感 に
(64)

察知 して多様な輸送 サー ビスを提供 してい った。 その結果,従 来の事業領域 が

曖昧 にな って多様 な事業者 が貨物輪送市場 に現 れ,多 様 な輸送 サー ビスを提供

す るよ うにな ったのであ る。

第4章 トラ ック輸送産業の不安定化

80年 自動車運 送事業者法 による トラ ック輸送産業 の規制緩和 はt当 該産業 の

事業者 間の競争状態 を強 あ,結 果 として運賃 の低下 と輸送サ ー ビスの改善 を も
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た らした。 このため に,ト ラック輸送サ ー ビスの利用者であ る荷主企業 に は大

きな経済 的効果を もた らしたので ある。 それ は多様 な輸送 サー ビスの出現 とあ

いまって,荷 主企業 の物流 システムの改善 に大 き く貢献 したのであ る。 しか し

なが ら,規 制緩和 その ものは,ト ラック輸送産業 に対 して著 しい混乱 と不安定

な状態 を生 み出 したのである。新規参 入者が急増す るとともに倒産す る トラ ッ

ク運送業者 も続出 して企業汰淘 が大幅に進行 した。 しか もそれが継続 的に生 じ

たのであ る。 しか も市場 に生 き残 って競争 を続 けている トラック運送業者の経

営状況 も極 あて不安定 な状態が続 いたのであ る。 さらに当該産業 の労働者 であ

る トラック ドライバ ーの労働条件 も著 しく悪化 した。 そ して このよ うな トラ ッ

ク輸送 産業 の著 しい不安定化 は トラック運行安 全性 に著 しい影響 を与 えて お

り,安 全性 が脅か されているのであ る。

以上 のよ うに,本 章 の課題 は規制緩和 によって トラック輸送産業 自体の構造

が極 めて不安定化 した実態 を把握 する ことにあ る。

1.企 業淘汰の進行

規 制緩和 によ って新規参入が容易 にな り トラック運送業者数 は急増 したので

あるが,競 争圧力 の強化 とともに市場か ら淘汰 され る事業者 もまた増 加 した。

具体 的には トラ ック運送業者の倒産件 数が増加 したので あるが,そ れ はかって

安定 して た トラ ック輸送産業 が規制緩和 によ って流動的 にな り不安定 な状態 に

陥 ったことを示す一っ の重要 な指標 とな って いる。

そ こで トラック運送業者 の倒産件数 に関す るデー タが図8に 示 され ている。

規制緩和以 前 の78年 にお ける トラック運送業者 の倒産件数 は年 間で162件 に

過 ぎなか った。 しか しこれが1980年 以降になる と毎年増加 し続 け,86年 に ト

ラ ック運送業者 の倒産件数 は年間1,561件 に達 した。 その後倒産件数 はわずか

なが ら減少傾 向を示 したが,し か し90年 代 に入 って再 び大 幅な増加 に転 じて

いる。91年 に トラック運送業者 の倒産件数 は年間2 ,323件 に達 し,規 制緩和後

の最大 の倒産件数 を記録 したのであ る。

さらに図8に は倒産比率 を示 してある。 この倒産比率 とは1万 事業者 当た り
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図8ト ラ ック運 送業 者の倒 産件数(1978-1992年)
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(資料)前 図に同じ。p.416.

の倒 産件 数 を示 した もので あ り,ト ラ ック輸 送 産 業 と全 産 業 で倒 産 比 率 を比 較

して い る。 この図 に よれ ば,78年 の トラ ック輸 送 産 業 の倒 産 比 率 は1万 事 業 者

当 た り242件 で あ り,全 産 業 の倒 産 比 率 もこれ とほぼ同 じで あ った。っ ま り規

制 緩和 以 前 の時点 で は,ト ラ ック輸 送 産 業 にお け る倒 産 の状態 は他 の産 業 と何

ら変 わ らな か った。 と ころが80年 代 に はい る と全 産 業 の倒 産 比 率 も上 昇 した

が,ト ラ ック輸 送 産 業 の倒 産 比率 はそ れを常 に上 回 り大 幅 に上 昇 した。85年 に

は全 産 業 の1i5件 に対 して トラ ック輸送 産 業 は191件 とな って い る。さ らに80

年 代後 半 に は トラ ック輸 送 産 業 の倒 産 比 率 が減 少 し始 め る とと もに,全 産 業 と

の格 差 も縮 小 す る傾 向 を見 せ始 め た。 しか しな が ら90年 代 に入 る と トラ ッ ク

輸 送 産 業 の倒 産 比 率 は再 び増加 傾 向 に転 じ,全 産 業 との格 差 が また もや拡 大 し

て い るので あ る。90年 は トラ ック輸 送産 業 と全産 業 の倒産 比 率 の格 差 が最 も拡

大 した。 トラ ック輸 送 産 業 の倒 産 比 率 は全 産 業 に比 べ て1.83倍 もの高 い水 準

にあ ったの で あ る。 以 上 の よ うな統 計 資料 に よ って,規 制 緩和 後 の トラ ック輸
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送 産 業 の倒産 件 数 が他 の産 業 に比 べ て も異常 に高 か った ことが 明 らか に な る。

80年 代 に ア メ リカの トラ ック輸 送 産業 にお いて企 業 淘 汰 が いか に進 ん だか
,

大 規 模 な トラ ック運 送 業 者 が集 中す るLTL運 送業 の実 態 につ い て具体 的 に検

討 して み よ う。 表7に は,1979年 の時点 で売 上 高 上位50社 に ラ ンク され て い

たLTL運 送 業者 の うち,92年 まで に営 業 を 停止 し完全 に市 場 か ら撤 退 した事

業 者 の リス トが 示 され て い る。79年 当 時LTL運 送 業 者 の3強 で あ るRoad-

wayExpress,ConsolidatedFreightways ,YellowFreightSystemsは,12

年 後 の92年 に も依 然 と して上位3位 に留 ま って い たが,4位 以 下 の事 業 者 に は

大 き な 変 動 が 生 じた。79年 時 点 で 売 上 高4位 に ラ ン ク さ れ て い るRyder

TruckLinesを は じめ,上 位50に あ ったLTL運 送 業 者 の うち じっ に27企 業

が倒 産 に追 い込 まれ,LTL輸 送 市場 か ら撤 退 を余儀 な くされ た ので あ る
。 わ

ず か10年 余 の期 間 に上位 企 業 の半 数 以 上 が市 場 か ら完全 に消 滅 した ので あ る。

競 争 が激 化 して中小 規 模 の事 業 者 の倒 産 が 相次 ぐこ とは容易 に想 像 され るが,

ア メ リカの トラ ック輸 送市 場 にお いて現 実 に発 生 した事 態 は,資 本 装 備 も充 実

表7LTL輸 送市場か らの退出企業 リス ト(1992年)

企 業 名

1.RyderTruckLines

2.SpectorFreightSystem

3.TransconLines

4.InterstateMotorFreight

5.AmericanFrightSystem

6.Hall'sMotorTransit

7.Manson&DixonLines

8.TIME-DCInc.

9.WilsonFreightCo.

10.IMLFreight

11.JonesMotor-Aalleghany

12.BowmanTransportation

13.BranchMotorExpress

14.PilotFreightCarriers

ω

㎝

㈲

⑪

ω

㈲

㎝

㈲

⑳

⑳

㈱

㈱

㊨①

⑳

企 業 名

15.:lllinois-CaliforniaExp.

16.PacifficMotorTrucking

17,BrownTransportCorp.

18.CommercialLovelace

19.CordonsTranspons

20.CWTranspon

21.JohnsonMotoarLines

22.System99

23,SantaFeTrailTrans.

24.JonesTruckLineslnc.

25.MurphyMotorFreight

2fi.MaislinTransport

27.MotorFreightExpress

㈱

岡

㈱

㈱

㈹

㈹

ω

㈹

㈲

㈹

⑱

㈲

伍⑪

(注)カ ッ コ は1979年 時 の 売 上 高 ラ ン ク

(資 料)表4に 同 じ。P.7.
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して あ る程 度 の競 争 力 を持 つ もの と考 え られて いた上位 の大 顯 蝶 が・ 轍
(65)

み市場か ら姿 を消 してい ったのである。

さ らにLTL運 送業者の買収 による合併吸収が進 んだ・激 しい競争 の闘 は

単 に雌 の増加 を もた らしただけでな く畿 争 に耐 え られない運送業者が他 の

運送業都 合併吸収 され るプ・セ スが断 したので ある・表8に は洞 じくL

TL運 送業者 の上位5・ 社 を79年 と92年 を比較 して・79年 に上位50社 に ラン

クされた運送業者 の うち92年 までに他 の運送業都 舗 吸収 され樋 送業者

の_覧 である.こ れに よると上位5・ 社中11社 のLTL運 送業者 給 併 吸収 さ

れている.上 位企業 の2割 以上 が合併吸収の対象 とな ったのである・ しか も注

目すべ き点 は,他 の事業都 吸収合併 された11のLTL運 送業者 の うち・8つ

の事業者がその後営業停止 に追 い込 まれた・合併吸収 され巖 に依然 として営

業 を継続 しているLTL運 送業者 は3っ の企業1こ過 ぎない・合併吸収 されて も

それ はす ぐに事業 の安定 臆 味せず冶 併吸収後 も燃 と して流動 な状態 が継
Css)

続 しているのである。

こうした トラック輸送産業 の倒産の増加 は,荷 主企業 にとって も驚 きの的で

あ った.先 に見 た ジ ョンソ ンが実施 し備 主企業 に対す るア ンケ:a.ｺで

は,ト ラック輸雌 業 の規制緩和が実施 されて1・ 輔 が経過 し塒 点で満 主

企業 に対 して規制緩和の影響 として最 も驚いた点 は何 か とい う質問を行 ってし'

表8合 併吸収されたLTL業 者の一覧(1992年)

合併後に営業を停止 した企業
営業を継続 している企業 一

McLeanTrucking(5)

PacincIntermountainExp.(6)

Smith'sTransfer(8)

EastTexasMotorFreightf10)

AssociatedTruckLines㈱

GarrettFreightLines(2窃

LeeWayM。t・rFreight㈹

GatewayTransp・rtati・172⑤

DeltaLines㈱

RedBaLLMotorFreight(31)

ThurstonMotorLinesX43}
一

(注)カ ッコは1979年 時 の売上高 ランク

(資料)表4に 同 じ。p.7
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る・この質問に対す る荷主企業の回答で最 も多か
ったの は,「 トラック運送 業者

の倒産が非常 に多か った」 ことである
・ この回答が全体 の35%砧 めた

.ト
ラック輸送産業 の規制緩和 によって大 きな臆 綬 けた荷主企業

に とって も,
じつ は トラック運送業者 の倒産 の急激 な増力・は異常 な事態

であると認識 されて
いたのであ る。

そのなかで・次 のよ うな荷主蝶 の物流担 当責任者 の記述 が
8・年代 のｺ・

的な認識 を端 的に示 してい る。

「私 が最 も驚 いた点 は・優秀 な運送 業者 だ と考 えて いた企業 の多 く

が過却 年 間に倒r余 働 くされた ことで ある
.倒 産 す る運送業

者 はザ ビスが悪 く・ICCが トラ ック輸送産業 に厳 しく規制 し
てし、

るときで さえ営業費率 が1・・近 くにあ るよ うな蝶
であ った。従 って

こ う した蝶 が倒産 す る ことは議 初 の うち1まト
ラ ック輸 送蝶1こ

とって大 きな損失 で はない・ しか し規鞭 和後辮 経 て,貨 物 鰹 得

す るため に運送 業者 が大幅 な運 賃 の値 引 きをす るのが 当た り前
にな

り・規模 が大 きく鰍 で きる運送業者 でさえ も買収涜 却冶 併
す る

か,は たまたいと もたやす く倒産 したのである(67
0f)

以上 のよ うに・規制緩和後 のア刈 力の トラ
ック輸送産業 は噺 鯵 入が相

次 ぐなかで同時に トラック運送業者 の倒産 力状 幅 に増加 したの
である.し か も

トラック輸送産 業 にお ける倒産 の状 態1ま
,ま さに 「異常」 とも言 え る もので

あ った・ その理由 はまず第一 に・先 に述べ たよ うに全産業 と比較 して異常 に高

い倒 産比 率 にあ った・ それは8・ 年代 を通 じて常 に全産業 を大幅 に上回
ってし、

た・ この ことは・ ア刈 力繍 のなかで トラ
ック輸送産業が鰍 な状況 にあ る

ことを端 的に物語 っている
・第二 に・こうした高 い倒産比率が1・ 年以上 砒 較

的長輔 にわた って継続 して いる点 であ る
.し か も糊 的 な倒産件数で は長期

的 に増加傾向にあ る点 鍾 要であ る
・ そ して第ヨ こ,LTL送 業者 の上位1こ

位置 す る大規模 な企 業で さえ8・ 年代 に は倒産 に追 い込 まれた り合併
吸収 され

た企業が続 出 し・比較的経 営鞍 定 している と考え られ る襯 模蝶
も市場力、

らの腿 が糧 的 に発 生 した点 で あ る
・以 上 の よ うに,ト ラ ック輸 送産業1こ
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とって規制緩和 は 「短駒 な痛 み」 を伴 う措置で はな く・倒産が 日常化 す る構

造的 な体質 に変化 した ことを示 して いる・ いずれにせ よ・欄 緩和 によって ア

メ リカの トラ ック輸送産 業 は働 て鞍 定で流動的 な状態 に変化 したのであ

る。

2.経 営状況 の悪化

トラック運送業者 の倒産件数 の増加 は,一 つの側面 と して競争圧力 が高 まる

なかで非効率な経営 を行 った多 くの トラック運送業者 が市場 か ら駆逐 された こ

と臆 味す る.し か し,そ の ことは激 い ・競争に耐 えて生 議 った トラ ック運

送業者 の雛 状態 が安定す ることを必ず し臆 味 しない・生 き残 った トラック

運 送業..制 緩和後 の8・ 年代 に鰍1こ 満 ちた経獣 態 を経験せ ざ るを得

なか った.こ こで は激 しい競争 のなカ・で生存 し続 ける トラック運送業の経営実

態 について具体的に分析す る.通 常財務分析 をす る際 に使われて いる}己 資

図9ト ラ ック運 送業 の収 益性(1978-1992年)

%

(資 料)図7に 同 じ。p.415.
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本利益率・投r.本 利益率・営業費率の3っ の財務指標を見てみよ う
。

まず図9に 投資利益率(return・ninvestment
:R・1)と 配 資本禾り益率(return

onequity=ROE)の 動向が示 され ている
・投資利益率 は蝶 の投 鱒 ,す なわち

配 資本(株 主資本)プ ラス他人資本(負 債)に 対 す る税引 き前の利益 の船
であ

る・ これに対 して 自己資本利益率 は企業 の配 資本 桝 資本)
に対す る税 引後

の利益 の割合厳 してお り
・株主の持分}こ対 す る投資収益率 になる

.配 資本
利益率 は企業 の配当能力 を齪 す る指標 と して使 われてお り

,ア メ リカで縮

者や アナ リス トが最 も重要視す る財務諸表 である
。

二つの指標 の動 向 と して は規鞭 和 が始 まる以前の76年 か
ら78年 の3年 間

は比較的 に高い水準 にあ ったが・79年 以離 急激 に低下 している
.特 に景気後

退 を迎 えた82年 の落 ち込 み鰍 しい
.そ の後2っ の指標 は変動 を勧 返 して

いるが・総 じて80年 代 お よび9・年代 初頭 にか けて は7・年 代後 半
に緻 した

経営指標縞 位 に安定 す る状態 は渡 も繊 して いない
。

各年 の変動が大 きいために時駆 分 して平均値で見 てみると
,ま ず 自己資本

利益率であ るが1976年 一79年 の平均 は14 .85%で あ り,こ れに対 して8。 年一

92年 の平均 は8 ・91%で あ った・ 明 らカ・に配 資本利益 率 は8。 年代 お よび
9。

靴 初頭 にか けて大幅 に減少 してG、る
・ さ らに健 業 と比較 してみ ると,製 造

業全体 の 配 資本利益 率 は76年 一79年 で14
.89%で あ り,さ きの トラ ック運

送業 の 配 資本利益率 とほぼ同 じ水準であ った.ち なみ にICCは トラ
ッ燵

送業 の リーズナブルな配 資本利益率 として製造業全体 の配 資本利益 率
の水

準 を考えて いた・ その意味 ではこ塒 期 の トラ
ック運送業 の 自己資本利益率 は

望 ま しい ものであ った・ しか しそれ臓 明 らカ・に全製造業 との催 砿 が
って

いった・80年 一92年 の全製造業 の配 資本利益率の平均 は
1・.88%で あ り,同

じ時期 に8・91%で ある トラ ック運送業者 は全製造業 を大 きく下回
った.こ の二

つの時期 の配 資本利益率 の平均 砒 較す ると冷 製造業
が27%減 少 したの1こ

対 して トラ ック運送業 は40%減 少 したので(68)
。

さ らに投 資利益 率 で あ るが・ トラ ッ雇 送 業 のそれ は76年 一79年 平 均 で

20・18%で あ った・ICCは トラック運送業 の望 ま しい投資利益率
と して21%



アメリカにおけるトラック輸送産業の規制緩和125(224

樋 当 で あ る と考 え て い た.従 って この時 期 の投 資 収 益 率 は望 ま しい もの で

あ った.し か し8・ 年 一92年 平 均 で み る と・ トラ ック運 送 業 の投 資利 益 率 は13.

35%ま で低 下 して い る評 均値 で見 る と,ト ラ ッ ク運 送 業 の投 資 利 益率 は35%
(gg}

も低下 した ので あ る。

さ らに営 業 費比 率 の動 向 が図1・1こ 示 され て い る・蝶 の コス ト比 率 を表 す

営業 費 率 は1978年 まで低 い水準 に あ つた が・景 気後 退 を経 験 した82年 に大 幅

に上 昇 す る.82年 に は98.54ま で上 昇 して い る・ その後 トラ ック運送 業 の営 業

費 比 率 は8。 年 代 か ら9・ 年 代初 頭1こか けて変 動 を繰 り返 す が・70年 代 後 半 の水

準 に到 達 す る こ とはな か った.時 期 区分 を して トラ ッ ク運 送 業 の営 業 費 比率 の

平 均 値 を出 してみ る と,76年 一79年 平 均 で95・16で あ った が・80年}92牌

均 で は96、37に 上 昇 して い る.ち な み に・ICCに よれ ば トラ ック運 送 業 の望

ま しい営類 比 率 は93で あ った・ これ1槻 制緩 和 以前 に 翫ヂ胤 て1まいな

か った が,規 制 緩和 後 は さ らに一一層 ほ ど遠 い数 値 にな って い る。

この よ うに規制 緩 和後 の トラ ック運 送業 者 の財務 指 標 は大 幅 に悪 化 した ので

図10ト ラ ック運送 業の営業 費比 率(1978-1992年)

a/

100

93

7677787980818283848586878889909192

(資 料)図7に 同 じ。p.415.
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あ る力納 らに トラ ック運 送 業 者 の うちLTL運 送 業 者
の経営 状 況 の悪 化 を示

す デ ー タが あ る・ ラコ ワス キ ーに よ る と
・LTL運 送 業 者上 位5。 社 の利翻 こ

関 す るデ ー タで は・1992年 の時点 で上 位5・ 社 のLTL運 送 業
者 うち1。 社 が赤字

に陥 つて いた・ この上 位5・ 社 は8・ 年 代 の トラ
ック運 送 業 者 に とつて 「疾 風

怒 涛」 の時 代 を生 き抜 い た蝶 で あ ったカ,・ この トップ企業 の じつ に2割 が 赤

字 で決 算 をせ ざ るを得 な い状 況 で あ つた・ しか も この うち3社 は翌93年 に倒

産 に追 い込 まれ たの で あ る・ ア メ リカの トラ ック輸 送 産 業 にお いて大 獺 企 業

が ひ しめ くLTL運 送 業 者 の上 位5・ 社 で も この よ う
な状 態 で あ った.従 って

蹴 農1謡 謄 鶴 収益の悪化による経営の不安定の増加

以上 のように規制緩和後 の8・靴 こおける トラ
ック輸送産業 の経営状態 は

,基本 的な ト
ラ ック運送業者 の財務指標か ら明 らか なよ うに

i全 般 的に極めて不
安定 な ものであ った・ 言 うまで もな く謙 噸緩和後 の新鯵 入

の増加 による競

争圧力 は運賃 の継続的 な下落を生 み
・ さら1こ売上高 の減少 を もた らした

.し カaし大幅
なコス ト削減 は容易で はな く

・ トラ ック運送業者 の収益性 は著 しく悪化

した・ その篠 として糧 の倒産 を生み出 してい
ったのである力倒 産を免 れ

て事業 を継続 している トラック運送業者の経営 も安定 し
た状態 にはほど遠 く,長期

にわた つて極 めて厳 しい経営状態 を余儀 な くされ た
のであ る.従 って規制

緩和 の80年 代 および9・年代初頭 は全般的 にみて
,ア メ リカの トラック運送業

者 にとって収益 齢 悪化 して経営状態力働 て不安定 な 「冬
の時代」 となった

のであ る。

3.労 働条件 の悪化

規制緩和が実施 され た8・ 年代 にお いて
,ア メ リカの トラ ック輸送産業 の雇

用 は拡大 してい った・表9は アメ リカ労鮪 の統計 に基 づ く運輸業
の雇賭 数

が示 されている・ この表 によれ ば運輸業 で も鉄道 および水運
の雇用者数 は大幅

に減少 してお り蓮 輸業 の雇用 と して鉄道 と樋 は
マイナ磁 存在 となってし、

る・逆 にご塒 期 に雇用 を急激に拡大 してい るのが航空 と
トラック.鯨 であ
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表9運 輸 業 にお ける雇 用者数(1980-1990年)
単位:千 人

85年 90年
_一

一
80年 一

279

177
一

鉄 道

水 運

532

211

359

185

522 745
一

航 空 453
-

1,280トラ ック ・倉 庫一
1,361

一

_-

1,652
一

(資 料)US.DepartmentofCommerce,StatisticalAbstruct

oftheU.S.199fi.p.616.

る.増 加率で は航空 の伸 びが著 しいカま絶 対的 確 用醐 で は トラック'倉 庫

が最 も大 きい.ト ラック ・倉動 雇賭 数 は8・ 年 に128万 人で あった ものが・

9。年 には165万 人 に拡大 して いる.と ころで アメ リカの労鰍 計で は物流 業 と

して トラック運送業 と倉麟 が合計 されて表示 されているが・ アメ リカで は一

般 の企業が 自社で保管す ることが多 く=:業 のウエイ トは比較 的小 さい・ この

た鎗 庫業 の雇用者数 は少な く,ト ラック運送業曜 用者 が大部分 を 勘 てい

る.従 って トラ ック ・倉庫 嘱 賭 数 の増力・1まもっぱ ら トラ ック運送業嘱 用

増加 による もの と考 え られ る.す で に明 らか に した ように8・ 年代 において新

鯵 入が継続 して トラック運送業者 が急激 に増加 したので あるが・ これに対応

して トラック輸送産業 の雇用者数 も確実 に増加 したのである。

このように トラ ック輸送産業 の雇用拡大 は労働力が当該 産業 に吸収 されてい

た こと示 してい る.し か しそれは トラック継 産業 にお ける労働条件 が改善 さ

れて,そ れ に応 じて労働力 が吸収 されたわ けで はない・8・年代 の トラック輸送

産業 の労働市場 において生 じた変化 はこれ と全 く反 す るもので あった・実際 に

トラック輸送産業の労働条件 は規制緩和後1こ大幅に悪化 して いったのである・

規制緩和 が実施 されて最 も大 きな謄 を被 った部門の一つが・ トラック輸送産

業 の労働者で ある トラック ・ドライバ ーであ った・規制緩和1こよる トラ ック運

送業者間の競争 は酷 果的 薩 業内 の労瀦 に対す る醐 率の低下 と労働条件

の悪化 を招 いたので ある。

そ こで具体 的に トラック ・ドライバ ーの労働条件の変化 について明 らか に し
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図11ト ラ ッ ク ・ 防 イパ ー の 齢(19?8 -1991年)

・1111

55000

50000

簡45…

墓4。。。。

JL35…

30000

25000

20000

(資料)図711同 駕1411182838485868788899・91

110

140

指

90数

蕊
80年

If

70§

60

て み よ う・図11に は トラ ック ・ドライバ ー の醗 の動 向 が示 され て い る
.こ れ

に よ る と トラ ック ・ ドライバ ーの年 間賃 金(名 目)は
,S]年 まで急 激 な テ ンポ

で増 加 し燃80年 代 前 半 に な る と伸 び は止 ま り名 目 G.aｺは 低 迷 して い る
.そ

の後 雇賭 数 が急 激 に増加 した8・ 年代 後 半 力
・ら9・ 年代 初 頭 にか けて名 目賃 金

は増 加 して い った・9・年 代 に入 って湘 賃 金 は4万 ド
ル 台 に鍵 す る.し か し

この間 の イ ン フ レ"_3ン を考慮 に入 れ た実 簸 金 を見
て み る と,齢 水準 は

明 らか に低Fし て い る・ まず イ ンフ レ調 整後 の 鯛 賃 金 の指 数
で あ 礁78年

をgooと す る と80年 代 か ら9・ 年 代初 頭 にか けて一 貫 して減 少 してお り
,92年

に は79に まで 低下 した・ この間 に21%も 低 下 して い る
。

さ らに湖 す べ き はイ ンフ レ謹 後 の マ イル 当 た りの 賃 金 指 数
の 動 向 で あ

る・ これ は トラ ック ・ドライバ ーが実 際1こ醐 した労働
の実 質 的 飴 で あ る。

これ を見 る と先 の実 質 平 均 賃金 鍼 少 よ りさ らに大 幅 な低 下 蜆
せ て い る.マ

イル 当 た り賃 金 は特 に8・ 年 代 後判 こお い て減少 繕 し
い.78年 を1。 。とす る
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と92年 には66に な ってお り,こ の間に実質飴 は34%も 低下 している・

ところでsこ こに示 されている鞘 類 飴 とマイル当た り類 飴 の格差

の存畝 この間 に トラック ・ドライバ ーの運転時間が増加 したにもかかわ ら

ず,そ れに対応 し慣 金が支払 われなか った ことを示 してい る・80年 代 におい

て トラ ック.ド ライバ ーは,輸 送 距離 の撚 齢 時間 の増大 といった労働強

化 がなされたに もかかわ 拭 飴1ま む しろ低下 してい ったので ある・ トラッ

ク.ド ライバーの齢 は単 にイ ンフレで 目減 りしているだけでな く労 働強化

の もとで実質的 に大幅 に下落 して いったので ある・ こうした類 醗 の低下 の

結果199。 年の トラ ックl」 産業 の実質飴1ま1962年 レベルまで に低下 した
(72)

といわれてい る。

さ らに雌 業 と比較 した齢 の格差 も歴然 と してい る・図12に は主 ・.,°'r業

の賃金 と トラック継 産業 の齢 の動 向 が示 されてい る・ これによ ると1958

年時点 の トラ ック輸送産業 の賃金 は耐久韻 財産業 とほ}綱 じレベルにあった

が,そ の後 の2・ 年 間 に トラック輸送 産業 の齢 は着実 に伸 びて耐久消費財産

業 の賃金 との格差 を広 げてい った.こ の間 に トラ ック輸送産業 の賃金 腱 諜

の賃金 には及 ばない ものの,金 属 の齢 と同 じ水準 に到達 したのであ る・ しか

図12産 業 間 の賃 金 の比較(1958-1990年)
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しなが ら欄 緩和後 の8・ 年代 において トラ
ック輸送産業 の飴 は,他yこ

比 べて急激 磁 少 してい る・ トラック輸避 業の運雛 下 は池 産業
に比べて

簿 欝 揚 黙 トラツク輸送産業の賃金繭 び耐久消費財産

以上 のよ うに欄 緩和後 に トラ ック ・ドライバ 吻 類 賃金が大幅
に低下 し

たのであ 礁 なぜ このような状態 が生 じたのであ ろうか
.そ れはい うまで も

な く規制緩和 と密接 に関係 して いる
。

そ こで まず規制 時代 に トラ ック ・ドライバーが置かれ た状況 か ら見 てみ よ

う・ICCに よ って鱒 な規制が実施 され槻 制時代 には
,ト ラ ック.ド ライ

バーの労鯛 合であ るチームスターが強力 な団体交渉を行
ってお り,ス トをカ、

まえ贋 上 げ交渉 の前 に トラック運送業の経営者側 はG .の 上昇 を飲 まざるを

得 ない状況 に追 い込 まれ た・ しか し
,運 簸 制下の レイ ト・ビュ_一 によ る

運賃設定方式 は・労働 コス トの上昇 に甑 した トラ
ック運送業者 の嶺 の値上

げを容易 に した・ レイ ト・ビユー ・一で1まトラ
ック運送緒 の平均 コス トを

ベースに して新 たな運賃 を決定す ることが
で き労 働賃金 の上昇 によるコス ト

の上昇を直髄 賃 の値上 げに鰍 す る ことがで きたのであ る
.こ の ような鍍

的 な装置狽 備 されて いる場合・ トラ ック運送業者 は醗 の上昇 を生産性 の上

昇で補お うとす るイ ンセ ンテ ィブが失 われるとともに
,ド ライバーの賃金 の上

昇 を容認す る傾向鋤 長 され た.そ の篠 この時期 に トラック.ド ライバ 吻

大幅 な飴 の上昇縷 現 されたのであ る
.そ れが また トラック運賃 に素 直に反

映さ嘱 ・ トラック嶺 の継続的な上昇を招 き満 主企業の強い反発を招
いた

の で あ る。

と ころ槻 制 緩 和 に よ って トラ ック ・ドライバ 睦 取 り巻 く状 況 は大 き
く変

化 した・規 制緩 轍 の8・ 年 代 に1ま レイ ト ・ビ
ユ ー 一 嘆 団 的運 簸 定 が 身野

ま りrawW別 運 鰍 定 によ る価:.争 が 激化 した
.繰 的 に トラ ック運 賃 の大 幅

な下 落 が生 じた が・ この よ うな状 況 で トラ ッ ク運 送 業 者 が 生 き延 び るた 朔 こ

は・基 本 的 に輸 送 サ ー ビス の生 産 コ ス トを削 減 す る こ とが必 要 不 可 欠
で あ っ

た・ トラ ック運 送 業者 に と って コス ト削 減 の最 樋 要 な ポ イ
ン トは労働 賃 金 の
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削 減 で あ る.周 知 の よ うに トラ ック輸 送 産業 は典 型 的 な労 働 集約 的 罐 業 で あ

り注 産 コス トに 占め る労 働 力 コ ス トの害1」合 が高 い・ 鞭 な輸 送形 態 に お いて

効 率性 を高 めて コ ス トを節 約 で き る範 囲 力ま極 めて 限 られて い るなか で・ 労働 賃

金 を引 き下 げ る こ とは継 サ ー ビ スの生 産 コ ス ト削 減 に大 き く貢 献 す る・ この

たあ トラ ック運 送業 者 は今 まで と打 つて変 つて必 死 に な って ドライバ ー齢 の

引 き下 げ に努 力 した ので あ る.そ れ と と もに運 転 時 間 の長 時 間化 な ど コス ト肖11

減 につ な が る労 働 条 件 の切 り下 げを積極 的 に押 し進 め た・

規制 緩 和後 の状 況 で は,こ の よ うな コ ス ト削減 を実 現 で きな い トラ ック運 送

業者 は倒 産 して いか ざ るを得 な い.結 果 的 に驚 くべ き数 の諜 倒産 が続 出 した

の で あ るが,こ の罐 の プ ・セ ス は同時 に低齢 ドライバ ー を生 み 出す機 構 に

転 化 した ので あ る.ト ラ ック ・ドライ バ ー に して みれ ば今 まで の比 較 的安 定 し

た労働 条 件 の もとで 働 い て い たが,そ のnが 倒 産 す る こ とによ って失 業 の憂

き目に会 う ことに な る.再.,.,r;,を 求 めて新 た な トラ ック運送 業 者 に就 職 先 を探

す 力槻 制 櫛 後 の状 況 下 で は労 働 条 件 が 以 前 と同 じに な る こ とは考 え られ

ず,よ り労 働 条件 の悪 い糊 へT9せ ざ る を得 な い・ この よ うな プ ロセ スを繰

り返 す過 程 で,ト ラ ック ・ドライバ ー の飴 の低 下 と労 働 条件 の悪化 が スパ イ

ラル に進 行 した ので あ る。

そ れ と同時 に トラ ック ・ドライバ ーの質 も低下 した・例 え ば デ ンプ シーに よ

れ ば,カ リフ ォルニ ア州 で は1979年 一1985年 の間 に蝪 労 働 者 の賃 金 が15%

以 上 増加 した の に対 して,ト ラ ック ・ドライバ ー の飴 は逆 に30%紗 した・

この ため労 働者 に と って トラ ック ・ドライバ ー は熟 練 労働 と して魅力 の乏 しい

樋 へ と変化 した.そ の結 果 熟 練 し履 秀 な ドライバ ー は他 の樋 へ 流 出 し・

逆 に熟 癩 の低 い労 働 力 が トラ ック輸 送 産 業 に流 入 す る こ と にな った の で あ

る.こ の た あ に トラ ッ ク ・ ドラ イバ ー の労 働 の質 の低 下 が 懸 念 され る よ うに
(75)

な った とい う。

規 制 緩 和 に よ つて トラ ック ・ドライ・ミーが経 験 した大 き鍍 化 は渓 質 賃 金

の大 幅 な低 下 と労 離 化 だ けで はな カaった・強 力 な力 を誇 って い た ドライバ ー

の労 働組 合 で あ るチ ー ム ス ター鰯 体 化 した の 槻 制 緩 和 後 の大 き嬢 化 で あ
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る。

チー ム ス タ鞘 は古 くか らの歴 史 を もっ伝統 的 な労 鯛 合
で あ り,欄 賄 こ

は トラ ック'タ ー ミナ ルで ス トライ キを実 施 した り し
て,会 社 側 に大 きな圧 力

を か け働 に交 渉 を期 して きた
.1964年 に は鋼 運 輸 協約(Nati。nalMaster

F「eightAg「Bement:NMFA)に よ
って姻 的 な団鮫 渉 を実現 して

,す べ て の組

韻 の続 齢 を3年 ご とに経 営 者 側 の団 体(Tr
uckingManagement ,lnc.=

TMI)と 団 体交 渉 す る ことに な った・ この齪 を締 結 す る こ とに よ
って交 渉 力

を強 め て い った チー ム ス ターは
・ 欄 時代 の トラ ック輸 送 産 業 に隠然 た る影 響

鑛 謙;灘 あ源 の時期にトラック・ドラー の実

前 章 で 明 らか に した よ うに・ チ ー ム ス ター1ま8・ 年 自動 韓 送 事 緒 法 に対

して湘 韻 の鮭 と雇 用 に大 きな器 を与 え るとの理 由で そ の成 立
に強 く反

対 した・ ア メ リカ トラ ック協 会 と と もに圧 力 団体 と して規 制 緩和 反 対
の瀧 的

な ロ ビ緬 動 膿 開 したの で あ る
・ しか しな力弍ら強行 に反対 した チ ー ム ス タ0

も規 制 緩 和 の大 きな歴 史 的 な流 れ に は抵抗 しきれ ず
,8・ 年 圃 韓 送 事 業 者 法

鍼 立 を許 して しま った・ しか し この8・ 年 自動 韓 送 蝶 者 法 の成 立
こそ 力弍

チ 払 ス ター その もの の弱体 化 を招 く ことに な
ったの で あ る。

80年 自動 韓 送 事業 者 法 の成 立 か ら1991年 まで に
,チ ー ム ス ター と団体 交

渉 を行 って きた トラ ック運 送 業 者122社 カゴ営業 停 止 に追 い込 まれ た
.こ れ らの

トラ ック運 送 業 者 曜 用 され て いた チ ー ム ス タ ーの組 韻16万6
,・。。人 は失

業 に追 い込 まれ た ので あ る・ 実 際 に図13示 され て い るよ うに
,繭 の トラ ッ

ク.ド ライバ ー の労 働船 加 入 率 は8・ 年 に は7・%弱 の 高 い水 準
に あ ったカゴ,

規 制緩 和後 に は大 幅 に低 下 して お り・8・年 末 に は じつ に3・%程 度1こな った
.こ

のよ うに・ チ ーム ス タ吻 繊 力 の弱 体 イヒは 目を覆 わ ん ば か り
の もの が あ る。

なぜ チ ー ム ス ターは この よ うに規 制緩 和 後 そ の .;.:.力を急 激 に弱 体化 した
の

で あ ろ うか・ それ は・ 規 鞭 和後 に・ 従業 員 の トラ ック ・ドライバ ーが労 鯛

合 に加 入 して い る トラ ック運送 業 者(uni・nfirm)が 減 少 した の に対 し
て,ト

ラ ッ ク'ド ラ イ バ ー が 労 鯛 合 に加 入 して し・な い トラ
ッ ク運 送 業 者(_
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図13ト ラ ック ・ドライバ ーの労働組合 加入率(1973-89年)

加

入
率

(
%
)

(資料)

-unionfirm)が 増 加 して い った ため で あ る。 チ0ム ス ター に加 入 して い る ト

ラ ック.ド ライバ ー の賃 金 と未加 入 の トラ ック ・ドライバ ー の賃 金 に は歴 然 た

る格 差 が存 在 して いた.こ のた め に トラ ック ・ドライバ ーが チ ー ム ス ター に加

入 して い るuni。nfirmは,規 制緩 禾日後 嚥 しい瀞 条 件 に さ らされ る と未加

入 の企 業 に比 べ て高 コス ト髄 にな る.こ の た めに働 て不利 な状 況 に追 い込

まれ た。 結 果 的 にunionfirmの 倒産 が相次 いだ ので あ る。 それ は チー ム ス

ター に加 入 して い る組 韻 の トラ ック ・ドライバ ーが失業 を轡 せ ざ るを得 な

い ことを意 味 す る.チ ー ムス タ組 合 員 の再雇 用 は もと もと賃 金 が割 高 で あ っ

た た 姻 難 で あ った.こ のた め に チ ー ムス ター の騰 率 が さ らに低下 す るとい

う悪 循 環 に陥 って い ったの で あ る。

実 際 に激 しい競争 下 で倒 産 したLTL運 送 業 者 は・ す べて ドライバ ーが チ ー

ムス ター加 入 の企業 で あ った.逆 に鎌 しい競争 下 に もか か わ らず 急 成長 を遂

げたLTL運 送 業 者 は,労 鯛 合 に力・入 して いな い ドライバ ーを使 用 してL'る

諜 で あ った.ま たLTL輸 送 市場 の トップを 占 めて い る・R・adwayEx一
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P「ess・ConsolidatedFreightways
・Ye11・wFreightSystemsと い っ た3企

業 は ・ い ず れ も ト ラ ッ ク ・ ド ラ イ バ ー カi労 鯛 合 に 加 入 し て い るn

で あ る

畿 灘 黎灘 欝ヨ灘 鷺 暮雛
が大 規 模 に しか も継 続 的 に発 生 して し・る状況 の もとで は

nコ ス ト離 に な り

か ね な い チ ー ムス ター加 入 の トラ
ッ ク ・ドライバ ーは嫌遠 され る と と もに労

鯛 合 の組 纏 も大 幅 に低 下 せ ざ るをえ なか ったの で あ る
。

4.安 全性 の問題

欄 緩和後 の トラック輸送産業 にお し、て危惧 された点 は
,ト ラック運行の安

全性 が脅か されるのではないか とし・う問題 で あ
った.こ れ は規制緩和 で中ノJ、零

細規模 噺 規参入都 増加 す る こGこ よ って過 繊 や過 労運 転 が横 行 し ト

ラ ック運行 の安全性幡 か され る危険性が高 ま ると騰 され たため
である.特

に欄 緩 和 に反対す る立場 か らこの点 が指摘 された
.ア メ リカの研究者 の間で

槻 制緩和後 の トラック輸送産業 にお こナる安全性 に関 して
_方 で影響 がな っ

かた とす 硯 解 と・働 で闇接 的に安全性 が脅か されて いるとの見解 があ り
s

トラ ック運行 の安全性 に関す る評価 は大 きく分 かれている
。

例 えば・1988年 咄 されたアメ リカ議会 の技術評価事務局(。ffi
ce。fTech.

nol。gyAssessment:OTA)の トラ
ック運行 の安全性 に関す る報告書で1ま

,ト
ラック運送業者 の競争激化による経営状況 の悪化 が トラ

ック運行 の安全性 を脅

かす可能性が あることを指摘 しなカゴらも
,規 制緩和 によ って安全齢 損 なわれ

たという明確な因果関係は検証できないとの繍 燵 してし鳳 ま撮
近出版

され た トラ ック輸 送 産 業 の規 制 緩 和 を分 析 した著 作 の なか で
,テ ス ケ(Paul

Teske)ら はか つて 出 され た報 舗 や論 文 を根拠 に して
,規 鞭 和 に よ って安 全

欝 灘 麟 驚 ・総じて規制緩和後もトラツク運行の安全性

これ に対 して規 制緩 和 後 の トラ ック運行 の安 全 性 に関 して問題 を指 摘
す る ワ

イ ング(DabneyT・Waing)は 次 の よ うな説 明 を繰 り広 げ て い る
.ま ず トラ ッ ク
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運行 の安全性 が脅か されていることを直鰍 計 力・ら明 らかにす ることは困難 で

あ る.交 騨 故 お よび安全 性に関す る繍+に ついて は多 くの問題点が含 まれて

い るか らであ る.そ の舳 と して劉 こ,交 騨 故 に関す る礁 な統計が存在

していない.特 に鮪 すべ き交醇 故 の基準 が途中で変更 されたため事故 デー

タの連続 的砒 較がで きない.第 二 に,198・ 年以降連邦政府 および州政府 の交

厳 全 プ。グラムが大幅 に強化 され たたぬ それ以前 と単純 な比較 はで きな い

と謂 。

実 際 に 連 邦 政 府 に よ る交 厳 全 プ ・ グ ラ ム と して ・1982年 薩 上 運 轍 援 法

(SurfaceTransp。rtati。nAssistanceAct:STAA)力 磁 し・ そ の も とで 自動 輔

送 業 者 安 全 支 援 計 画(M・t・rCarrierSafetyAssistancePr・gram:MCSAP)が 実 施

さ れ て い る.こ の 緬 は全 米48州 の トラ ッ ク運 送 業 者 破 全 性 強 化 の た め の

連 邦 政 府 に よ る支 援 プ ・ グ ラ ム で あ る・ この よ う に制 度 的 に 確 邦 政 府 に よ る
(81)

安全性強化 が推進 されたので ある。

この ように トラ ック運行の安雑 植 嫉 証 す ることが祠 能で あり・ そ こ

で ワイ ングは トラック輸送産業 に財 るデータを間灘 に使用す ることによ っ

て,安 全性 が脅か されてい る実態 を明 らカ・にす ることがで きると主張す る・そ

のデー タとは第イ トラック運送業者 の雛 才旨標で ある・ トラ ック運送業者 の

経営 の悪化 は,安 全運行を脅 かす もの となる・第二 に実際 に運行 されて いる ト

ラックや トレー ラーの輯 で ある.ト ラック運送業者 は規制緩和 による競争の

激化 によ って コス ト削減 を強 い られ・ このた蘭 規輌 の鰍 が抑制 される・

これ によって老朽化 した輌 が運行 され続 けることにな るが・老朽化車両 の利

用 は走行 の安全性 を損ね る.そ して第ヨ こ・労働者 である ドライバーの労働条

件 の変化で ある.輌 を運行す る ドライバーの賃金 が低下 して運転時間が長時

間化 し労 働条件 の悪化 した鵬 に トラック運行 の安全性が脅 かされ る可能性

が高 まるか らであ る。

第___.のトラ ック運送業者 の経獣 態 と第三 の労働者で ある ドライバ ーの労働

条件 については既に明 らか に した.規 制緩和後 トラック運送業者 の経営状態 も

ドライバーの労働条件 も大 幅に悪化 した ことは述べた ところである・ そ こで第
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二 の実 際 に運 行 され る トラ ックの輻 で あ る力乳 欄 緩 和以 前
と規制 緩 和 後 の

動 向 が図14に 示 され て い る・ まず運 行 され て い る トラ ックの平 均 的輻 は規

制 緩 和 以前 の75年 に6 ・9年 で あ った 力糊 制 緩 和後 に急 激 に上 昇 して お り92

年 に は8,4年 燵 して い る・さ ら}こ車 齢12年 以上 の トラ ックの台 数 は
,規 制緩和

後 に急 激 に増 加 してお り・75年 の44・ 万 台 か ら1 ,83・万 台 に な つて し、る.使

用 され て い る トラ ック全 体 に占 め る車 齢12年 以 上 の トラ
ックの割 合 は,75年

の17・7%か ら92年 には29 ・9%に 増加 した.じ っ に走 行 して い る トラ ックの3

割 が'2年 以 上 の老 朽 輌 に よ って 占 め られ て い るの で あ る
.実 際 に全 米 の交

齢 故 サ ンプ リング調 査 の分 析 に よ蝋 交 騨 故 の3腰 因 は趣 行輌
の

ス ピー ド・ ドライバ ーの訓徽 準 輌 の車 齢 の3
つ で あ り::ら か に運行 す

る トラックの老朽化 は交髄 故の重大 な原因 の一 っ とな ってし鯉 。

規制緩和 によ って トラック運送業醐 の競争力轍 化 し倒産 が常態化す
るよ う

にな ると・ すで にみた よ うに トラ
ック運送 業者 の経 営 の鮭 性 が損 なわれ れ

る・ このため トラック運送業者 は襯 の輌 購入 を差 し猷
て,で きるだけ旧
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来の輌 を運行 させ ようとす る.こ のために先1こデ ータで明 らかな ように運行

す る トラックの老朽化 が大幅 に働 ・ さ らに経営的 に苦境 に立 たされた トラ ッ

ク運送業都,単 噺 規 の車礁 入を控 えるだ1ナでな く通 常の輌 の メイ ン

テナ ンスを も引 き延ばす ことにな る.結 果的に老朽化輌 で メ ンテナ ンスがお

ろそかにされ ると運 行上 の事故 醗 生 す る可能性 が高 ま って くる・

他方 において規制緩和 によって ドライバーの齢 は大幅に抑制 されて低下 し

たので ある.生 活 雄 持す るために ドライバー はこの飴 の低下 を運転時間の

増加 によ って補 うため瀦 果的 に ドライバーの運転時間が長時間化す る・ この

運転時間の長時間化 は,ド ラバーに榊 的 ・肉体 的なプ レッシャーを与えて・

運行 の安全性 を脅かす危険性 を高め ることにな る。

いかに問題 が ドライバーに しわ寄せ されてい るか につ いて淑 のよ うな賠

が ある._般 的 な ドライバ ーの識 として淀 期 的にハ イウエイを運転す る ド

ライバ ーの4人 うち1人 は}何 らかの不法な薬物(drug)の 影響 綬 けてい る

と考え られてい る.ま たNati・nalTransp・rtati・nB・ardStudyに よれば・交

騨 故 の死亡 した ドライバ ーの3分 のNま 薬物 を使 用 していた と鮪 して い

る.長 時 間翻 こよ る疲 労 を取 り除 く惚 搾 ・ ドライバ ー はア ンフ エ タ ミン(中

枢神経刺激剤)使 用 して い る といわ れ て い る。

ウオー ル.ス トリー ト ・ジ ャーナ ル紙(WallStreetJ・urnal)の87年12月22

日に載 った トラ ック ・ドライバ ー の投 書 力校 齢 故 麟 り合 わせ にな って い

る ドライバ ーの状 況 を端 的 に物語 って い る。

「私 は1。 年 間 運 転 して きて きた が運 転 時 間 を法 定 の2倍 以下 で よ

い とい う経 営 者 に は一 人 も出会 わ なか った。 多 くの ドラ イバ ー,お そ

らくほ とん ど大多 数 の ドライ バ ー は,私 と同 じよ うな拘 束 を経 験 して

い る.ド ライバ ー は 自分 た ち の仕 事 を確保 す るた め に絶 えず法 律 を

犯 さな けれ ば な らな い.こ れ によ って生 じる疲 労 が トラ ック'ド ライ

バ ー の 本 当 の敵 で あ り,わ れ わ れ は高 速 道 路 の殺 人者 と な って しま

つ0

牌 トラ ックが 関連 す る交 騨 故 で約4,5・ ・人 が死亡 した・ もし・
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ドライバ ーに法律11!X11!視す るよ う腰 求 す る経営者や荷主
蝶 に対 し

て社会的 な注 目が集め られた ら
・死亡者数の削減 に向 け撮 初 の対策

が取 られていたであろ う
・ それが行 われ るまで,荷 主蝶 は依然 と し

てカ リフォルニ アか らボス トンまで68時 間 で ト
ラ ックを運 行す るよ

うに要求 す る し・ 榊 撫 視 す ることで トラ ック運送業者 の醐 醗

撒 蕪1二1評 に糠 なご一 の安全性が脅
このよ うに・低齢 で長時間労働 を強 い られ る ド

ライバーカ按 全性に疑問

が生 じる老朽化 した輌 で
・ しか もメ ンテナ ンスが不粉 な状態 で運行す ると

い う・規制緩和後 の アメ リカの トラ
ック輸送蝶 の一つ の構図がで きあが

って
いる・ しか しこ鵬 図 は トラ

ック運行の安全性が脅か されて いる蓋難 を明 ら

か に した もので冷 後 こうし購 図 が実際 に交鱒 故
の増加や重大事故の増加

に直接結 びつて いるのかは り包括的な実証的研究が望 まれ
ているのである。

しか しこうのよ うな繍 的 腰 因 によ
って運 行 の安全が脅か され る可能性,.

高 まっていることは充分 に認識す ることがで きるのであ る
。

結 語

以上 のよ うに1935年 自動韓 齢 業者法 を起点 と し槻 制
システムが構築

畝 アメ リカの トラック輸送産業が その枠 のなかで発展 して きた第
二次大戦

後 か ら70年 代末 までの醜 さ らに198・ 年 自髄 運送業者法
の成立 綬 けて

トラック運送業 に対す る鵬 緩和が実施 されて
,8・ 年代か ら9・年代初頭にカ、

けてア刈 力の トラック輸送産業 が大 きく変'
Smな おかつ当該産業 自体瀬

めて不安定 な状態 に陥 ったことを躰 的 に明 らか1
こして きた.こ う した分析 を

踏 まえて議 後 に アメ リカにおける トラ ック輸送産業 の規制緩和燗 す
るい く

つか の重要 なポイ ン トをまとめてみたい
。

まず第一 に・唄 欄 がで きあが って しまうと沈 と槻 制 が繍
の実態力,

ら大 きくか け離 れて も・規制 自体 は長:r;__=こわた って存続 し続 け実際 の繍 と

の距艦 ます ます増幅す ることであ る
・ トラック輸送産業 に対す る規制 の始 ま
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りとなった1935自 動輔 送事業者法 は,193・ 年代 の前半 の未餉 な大不況 の

なかで貨物輸送市場がま さに過 当競争1こ陥 った状態を背景 に して・市雛 序 の

維持回復を狙 った講 制限的な政策 であ った・ それ は新規参入 と倒産 が絶 えず

極 めて市場 襯 乱 した状況 において捷 の秩序を回復す るうえで有効 な聯 で

あ った.し か し第二次大.,i,Uア メ リカ繍 力欄 に経済成長を遂 げる状況 の も

とでは,こ の競争制限的な政策 は大 きな轄 を生 み出 した・すで に60年 代初頭

のケネデ ィ政榴 槻 制 に よる弊害 を識 して新 たな規制緩和 の政策 を提起 した

が瀦 果的 に規制 を改 める新 たな法律 がで きるまで か ター雌 下 の80年 自

動車運送事業者法 の成立 を待 たねばな らなか った・ ケネデ ィ雌 か らして 弾

純 に2。 年近 くの歳 月を必要 と したのであ る・ もちろん この過程 に は利益者団

体 と して政権 や謙 に隠然 た る力を持 っていたアメ リカ トラック協 会やチーム

スターの 。ビ__,.動 による抵抗があ った し,規 制主体であ るICCも0定 の時

期 までは繊 自体の存続 拡張 を図 るため}こ繍 その もの雄 持す る方 向働

いた ことは明 らかである。逆 に高 し・運賃 や劣悪な輸送 サー ビスに悩 まされ た荷

主企業 や消費者 は分散 してお り,こ れ らの力を政治力 と して結集す るのは容易

で はなか った.こ のため規制緩和力漢 財 るまでに長時間を必要 としたので あ

るO

第二 に覗 制緩和 の シナ リオは現実 の進展 との間 に大 きなギ ャップが生 じて

いる.ま ず規制緩和 によ って トラック輸送産業その ものは働 て不安定 な存在

へ と変化 した.r一 に規制緩和 によ る産業活性化 のシナ リオは次 のよ うに想定

されている.規 制が緩和 され ることによ って競争磁 しくな り・非効率 な事業

者 が倒産 に追 い込 ま姉 場 か ら腿 を縮 な くされ るとともに・舘 の効率化

を実現 で きる事業者 はより低廉 な価格 でよ'」 の高 い製品 を提供 し市場 で生 き

残 る ことが可能 とな る.こ の過程 で一時 的に1燗 産が増加 し市 場 が混乱 す る

が,そ れはあ くまで一 時的 な現象で あ ってやがて均衡 ある状態 に回復す る・ こ

れ とともに結果的に競争樋 じて産業 の生産性が上昇 し・ それによ って経済の

他 の分野 に大 き く寄与す る.ア メ リカの トラック輸送 産業 の変化 は明 らか にこ

のシナ リオとは異 な っている.ま ず トラ ック輸送産業 は容易 に均衡す る状態へ
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到達 し得 な い・i緩 和 の実施か ら1・年以上 が経過 して も依然 と し
て倒産件

数縞 水準 に続 いてお り・低下す るり&しは一 向に見せ ない
.ま 姓 き残 ってし、

る トラック運送緒 の経獣 態 も働 て不錠 な ままに鵜 し
ている.高 水準

の倒産 と経営 の不安定 は規制緩和 による鱒 的 な現象
ではな く,そ れは規制緩

和 によって常態化 して いるので ある。

そ して さ らに・寡 占化の進行 槻 制緩和 の シナ リオ と大 き く異 な
って いる。

一般 に欄 緩和 によ
って競争 が激イヒすれば醐 の寡 占化 を防 ぐことがで きると

考 え られている・ しか しトラ ック輸送蝶 で生 じた ことは
_方 でTL送 市

場 噺 鯵 入が相次 いで原子的な競争が展開 されたが
,他 方 でLTL運 送緒

の貨物輸送市場 において は逆 に市場 へ噺 鯵 入者が ほとん どな
く,む しろ ト

ラック運送業者数 が減少 してい る
・ そ して大手3社 による醐 占有率 がmと

高 ま り寡 占化 が進展 しているのであ る・繍 緩 不・は競争 の激化 樋 して暢 の

鮎 化 を雌 しているのが実態 であ る.こ のよ うにアメ リカにお ける トラック

輸送産業の規制緩和 は シナ リオ とか け離 れた展 開を見せてお り
,ト ラック輸送

産業 の特殊性 を充分 に考慮 に入 れ る必要 があ る
。

第三 に・規制繍 を分水嶺 に して トラック輸送産業榊 態的 な存在か ら動態

的な存在 に大 きく変化 し・ しか もその変イヒの振幅が非常 に大 きい こと
に注 目す

る腰 がある・欄 緩和以前 には競争繊 的な規 制が当該産業の隙 ま
で及 ん

でいた・嚇 な参入規制 によ って襯 の参入 は大幅 に制 限 され逆
に急速 に経

済成 長 が続 くなか で トラ ック運送業 者数 は合併吸収 に よ
って大 幅 磁 少 して

い った・運賃規制 は レイ ト ・ビュー匹 を主体 と し燦 団的運賃設定
によ って

厳格 に守 られ常 に高い運賃 を実現 したのである
.嗣 す ることを合 目的 に考 え

れば アメ リカの規制 システムは働 て有効 に雛 したといえる
であ ろう.こ う

したなかで・ トラ ック運送業者 は競争が回避 され るなかで
='の悪 い輸送 サー

ビスで も高 い運賃を収受す ることがで き
・鱒 よ安定 した.さ らに トラック輸

送産 業の労瀦 である トラ ック ・ドライバ ーは
,強 固 な労鯛 合 チームスター

が ス トを撒 た強力 な労鯛 合嗣 膿 開 して高 い運賃 を鰻 す る
ことがで き

た・賃金の値上 げを運賃 に転嫁 で きる運賃規制 の システム醗 能 し
てい るか ら
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こそ,継 続 的 な飴 の値 上 げが保証 されたので あ ってaそ の意 味で は トフッ

ク.ド ライバーお よびチームスターは繍ljの システムの恩恵 を充分 に受 けるこ

とがで きたのであ る.労 關 合が労使交渉を優位 巖 開で きる状況 は・規制 シ

ステムの欄 みが機能 してい る限 りにおいて継続 したのである・ いずれ にせ よ

規制 システムの もとで トラック輸送産業1ま鮪 の関係の もとで固定化 さ椴

化 に乏 しく停滞的で全体的 に静態的 な存在で あった・ こうした状態で規制 の被

害 を受 けたのは,サ ー ビスを受 け る荷主企業であ りさ らに最終的 には消費者 で

あ った.高 い運賃 と効率 の悪 いサ ー ビスカミ常態化 してお り滴 い運賃 は最終 的

には韻 者 に転嫁 されて負担 されたので ある・ こうした不満 は長期 にわ たって

繍 してその反発が規制緩和 を勅 る政治的 な行動へ と導 き・やがて は規常1緩

和 を実現 させたので ある。

198。年 自動輔 齢 業者法の規制緩禾・といて も・規制 の緩和 帥 はさほど ド

ラステ ィックな ものではなか つた.緩 和 された とはG・えr.r的 に参槻 制や運

賃規制 は存在 していた し,多 くの制限 も残 されていた・ しか し・ かつて嚇ll

が厳格 であれ ば,た とえ わず かな緩 和 で もその イ ンパ ク トは大 きい ものがあ

る.規 制緩和 によ って0旦 くさびがキ丁ち込 まれると・規制 システムのなかに1留

まっ膿 が一気 に吹 き出 し,ト ラック輸送産業 は大 き く変貌 したのであ る・新

規参 入が相次 ぎ トラ ック運送業都 急胤 運賃競争 が激化 し韻 は低下 して

い った.襯 参入 の増加 とともに倒産 も急増 し・ トラック運送業者 の収益 も大

幅に悪化 した.倒 産 によって トラ ック ・ドライバーは失業 に追 い込 隷 賃金

は低下 し逆 に労働時間 は長時間化 して・労働条件 は繍 に悪化 した・R激

化 のなかで多 くの トラ ック運送業者 は・賃金の高 いチームスター加入 の ドライ

バ ーを嫌 った.こ のため にチームスターの繊 率 は急激 に低下 し勤 を衰 えて

い ったので ある。

明 らか に規制緩和 によ って ア刈 力の トラック継 産業 は 「疾風繍 」 の時

代一 と突 入 したのであ る.そ れ らはめま ぐる しい変化 であ り・ トラック輸送産

業 は動態 的な存在へ と変貌 したのであ る・ これ とともに今 まで規制 によ って苦

渋を舐 めさせ られていた荷主企業 は働 て有利 塒 代力蘇 したので ある・ ト
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ラック運送業者相互の競争激化 によ
って韻1ま 大幅 に低下 した し諭 送サ ー ビ

スの改善が急速 に進ん だのである
・ それは荷主企業の物流部門 の コス ト削減 と

効靴 を もた らす ものであ り・最終 的 はそれ は消費者の利益 に も合致 す るもの

であ った・荷主企業 の繍 力が大幅 に強ま り逆 に ト
ラック運送業者の地位カゴ

低下 してい つた・ その ことによ つて
・規制時代 に トラ ック運送業者が享受 して

いた利益部頒 競争の激化 をとお して トラ
ック運送業者か ら荷主企業へ移転

されたのであ る・ いずれ にせ襯 制緩和 を分水嶺 に し
て,ア 刈 力の トラック

輸送産業 は一方 の極 か ら別 の極 へ移動 し
,そ の振幅が非常 に大 きか ったのであ

る・ その振幅が非常 に大 きい点 にア刈 力の トラ
ック輸送産業 における規制緩

和 の特徴 が存在 している。

)

注

q

写,1996年3月 。
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